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地方整備局河川関係水質汚濁対策要綱

（目的）

第１条 この要綱は、河川法第29条、同法施行令第16条の６の規定に基づき、河川の水質汚濁に対処

するため近畿地方建設局の組織及び実施すべき措置を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

一 基準地点とは、河川又はダム湖（以下「河川」という ）の流水（水質）管理上重要な地点、。

又は水質環境基準地点で、かつ流量（水位）資料が得られる地点をいう。

二 一般地点とは、基準地点に準ずる地点で流域の汚濁状況がよく把握でき、かつ流量（水位）観

測の可能な地点をいう。

三 とは、河川の流量が当該河川の に減少した場合をいう。異常な渇水 平均渇水流量以下

四 水質管理基準値とは、環境基準で定められている健康項目、生活環境項目の基準値と現況水質

利水状況等を勘案して定められた値をいう。

五 とは、異常な渇水及び水質事故等により、河川の汚濁が著しく進行して、河川管理に重緊急時

大な支障を及ぼす恐れがあると認められる場合をいう。

六 排水規制の要請とは、緊急時において河川管理者が汚水を排水する者に対して排水量の規制を

要請することをいう。

（河川水質の監視）

第６条 河川の水質監視は、基準地点、一般地点及び主要な汚濁源のある河川区域等、所管区域の水

質測定を行い、水質管理基準値との比較による異常値の発見、原因調査、異常事態の発見、実態の

把握、情報の連絡等を行うものとする。

（緊急時の体制）

第７条 河川部長は、次の各号の一に該当する場合には、必要に応じ緊急時の体制をとり、対策本部

を設置する。

一 河川の流量が異常な渇水となり、且つ水質が より悪化して、今後長期間にわた水質管理基準値

ってこの状態が持続し、河川管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合。

二 おそれが事故による汚濁水の流入など突発的な事態が発生し、河川管理に重大な支障を及ぼす

ある場合。

三 河川の汚濁が進行し、 となるおそれがある場合、上水道等の原水として利用することが不可能

環境の保全に著ＢＯＤ値（類型指定が湖沼の場合はＣＯＤ値）が異常に高くなり悪臭が発生して

が生じた場合又は、その他 がある場合。しい影響 利水上特に問題

、 。四 河川の水質汚濁による被害が大きくなり があった場合人の健康及び環境の保全に重大な支障

河川水質調査の基準地点と一般地点

都道府県が作成する公共用水域水質測定計画では、調査地点は環境基準点とそれ以外の補助地点

国土交通省は従来から基準地点と一般地点という区分を用いて(または準基準点)に区分されるが、

きた。基準地点は概ね環境基準点と一致するが、環境基準の類型未指定の区間等では、環境基準点

ではないが河川管理上の基準地点であるという場合がある。そのような基準地点では、環境基準点

に準じた項目・頻度で水質監視を行うものとする。
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水質調査方法（昭和46年9月30日環水管第30号）
１ 目的
この水質調査方法は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という ）に基づき都道府県知事が行う。

公共用水域の水質の汚濁の状況の常時監視のための水質調査「水質汚濁に係る環境基準について（昭和45年４月21日
閣議決定。以下「環境基準」という 」に基づく水域類型へのあてはめに必要な水質調査および法第３条第３項の上。）
乗せ排水基準設定のための水質調査ならびに工場、事業場の排出水（法第２条第３項の排出水をいう。以下同じ）の
水質調査および公共用水域の底質調査につき、準拠すべき原則的方法を示したものである。従って、これらの調査の

、 。実施にあたっては､この調査方法を原則としつつ､当該水域の具体的な状況を考慮し 実効ある調査を行うものとする
２ 水質調査の種類
水質調査の種類は、次のとおりとする。

(1) 監視測定調査
監視測定調査とは、環境水質監視調査および排水水質監視調査をいい、その内容は次のとおりとする。

ア 環境水質監視測定調査
環境基準の維持達成状況を把握するために実施する公共用水域の水質調査とする。

イ 排水水質監視測定調査
工場、事業場の排出水の汚染状態について、法第３条第１項および第３項の排水基準（以下単に「排水基準」

という ）の遵守状況を把握するために実施する調査とする。。
(2) 基準設定調査

基準設定調査とは、環境基準設定調査および排水基準設定調査をいい、その内容は次のとおりとする。
ア 環境基準設定調査

公共用水域について、環境基準の水域類型へのあてはめに必要な資料を得るために実施する水質調査とする。
イ 排水基準設定調査

上乗せ排水基準の設定に必要な資料を得るために実施する工場、事業場の排出水の汚染状態についての調査と
する。

(3) 底質調査
公共用水域の底質の悪化の状況の調査とする。

３ 調査項目および回数
公共用水域および工場、事業場の排水口において調査すべき項目および調査回数は、次のとおりとする。

(1) 環境水質監視調査および環境基準設定調査
ア 環境基準項目
(ア) 環境基準で定めている人の健康の保護に係る項目(以下「健康項目」という)については、毎月１日以上各１

日について４回程度採水分析することを原則とする。このうち１日以上は全項目について実施し、その他の日
にあっては水質の汚濁の状況、排出水の汚染状態の状況等からみて必要と思われる項目について適宜実施する
こととする。

（ 「 」 。） 、 。(イ) 環境基準で定めている生活環境の保全に係る項目 以下 生活環境項目 という については 次による
ａ 通年調査

環境基準の水域類型へのあてはめが行われた水域につきその維持達成状況を把握するための地点（以下「基
準点」という 、利水上重要な地点等で実施する調査にあっては、年間を通じ、月１日以上、各１日について）
４回程度採水分析することを原則とする。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質変動が少ない地点
においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。

ｂ 通日調査
ａの通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあっては、年間２日程度は各１日につき２時間間隔

で13回採水分析することとする。
ｃ 一般調査

上記以外の地点で補完的に実施する調査にあっては、年間４日以上採水分析することとする。
イ 環境基準項目以外の項目

排水基準が定められている項目その他水域の特性把握に必要な項目等について、利水との関連に留意しつつ、
アに準じて適宜実施する。

(2) 排水水質監視調査および排水基準設定調査
排水水質監視調査にあっては、排水基準に定められている項目について、工場、事業場における排水基準の遵守

状況を把握するとともに､排水基準の違反のおそれがある工場､事業場および当該公共用水域の水質の汚濁に大きな
影響を及ぼす工場、事業場については、調査頻度を高めて重点的に採水分析を行うものとする。
排水基準設定調査にあっては、工場、事業場の排水の実態に着目し、排水基準設定に必要な項目について年間４

日以上採水分析を行うこととする。
４ 調査時期、採水地点、採水方法等
調査時期、採水地点、採水方法等については、河川、湖沼、海域および排水口の区分ごとにそれぞれ次の要領によ

ることとする。
(1) 河川
ア 調査の時期

低水流量時および水利用が行われている時期を含めるものとする。
採水日は、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶこととする。

イ 採水地点
採水地点は、次の地点を考慮して選定する。ただし、環境水質監視調査においては、必ず基準点を含むことと

する。
① 利水地点
② 主要な汚濁水が河川に流入した後十分混合する地点および流入前の地点
③ 支川が合流後十分混合する地点および合流前の本川または支川の地点
④ 流水の分流地点
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⑤ その他必要に応じ設定する地点
なお、各採水地点は原則として流心とするが、汚濁水の偏流が著しい場合、川巾が広い場合等においては、状

況によっては右岸部と左岸部を別々の採水地点として設定する。これらの試料は、原則として相互に混合しない
こととする。

ウ 採水方法
採水の部位は、水面から原則として水深の２割程度の深さとする。
採水時刻は、人間の活動時、工場、事業場の操業時および汚濁物質の流達時間を考慮して決定する。なお、感

潮域では潮時を考慮し、水質の最も悪くなる時刻を含むよう採水時刻を決定する。
エ 採水量

健康項目（全項目の場合）については４～５Ｌ、生活環境項目については500mL ～１Ｌとし、その他の場合に
ついては必要に応じ採水量を増加する。採水後ただちに分析できない場合は、工場排水試験方法(JISK0102、以
下「規格」という。)に定める保存法により試料を保存する。

オ 採水時に実施すべき事項
採水日時、水面巾、採水地点の右岸または左岸からの距離、水深、流量、流向、降雨状況、採水地点付近の地

形および利水状況、主要な汚濁源など記録する。また、一部試料の酸素固定を行うほか、水温、気温、色相、濁
り、臭気、生物相などについても現地で測定または観測するのを原則とする。

カ 流量測定方法
流量は、水質と不可分のものであり、汚濁負荷量の推算に必要であるから、できるだけ正確で、水質測定時と

時間的ずれがないことが必要である。流量は、一般に横断面を適宜に分割し、それぞれの断面の平均流速を測定
し、それぞれの断面の流速と深浅測量により求めた断面積を乗じて和したものとする（図参照 ）水位流量曲線。
などにより、流量が別に得られる場合は、これによる。

(注)平均流速の測定方法には種々の方法があるが、ここでは原則として次の方法による。
水深が１ｍ以上の場合 流速計による２点法（水面より水深の２割および８割の深さの流速を平均した値）
水深が１ｍ未満の場合 流速計による１点法（水面より水深の６割の深さの流速）
ただし、水深が極端に浅く、流速計による測定が不可能な場合は浮木測定などによることができる。

(2) 湖沼
ア 調査の時期

、 、 。 、湖沼においては 停滞期と循環期の水質は著しく異なるので その両期の水質を測定するよう考慮する また
水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。
採水日は採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選ぶこととする。

イ 採水地点
湖沼の汚濁状況を総合的に把握できるように次の地点を考慮して選定する。ただし、環境水質監視調査におい

ては必ず基準点を含むこととする。
① 湖心
② 利水地点
③ 汚濁水が湖沼に流入した後十分混合する地点
④ 河川が流入した後十分混合する地点および流入河川の流入前の地点
⑤ 湖沼水の流出地点

ウ 採水方法
循環期には、表層から採水する。停滞期には、深度別に多層採水を行う。深度の区分は、５～10ｍごとを標準

とする。採水時は、河川の場合に準じる。
エ 採水量および採水時に実施すべき事項

河川の場合に準じる。
(3) 海域
ア 調査の時期

水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。流入河川の調査があれば、この時期とあわせるのが
望ましい。なお、採水日は、原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選ぶ。

イ 採水地点
採水地点は、水域の地形、海潮流、利水状況、主要な汚濁源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚

濁状況を総合的に把握できるようにして選定する。採水地点間の最短距離は500ｍ～１㎞程度を標準とする。た
だし、環境水質監視調査においては、必ず基準点を含むものとする。

ウ 採水方法
原則として表層および中層から採水する。表層とは、海面下0.5ｍ、中層とは海面下２ｍの水位置とする。水

深が５ｍ以浅の地点では表層のみから採水する。ただし、水深が10ｍをこえる地点では、必要に応じ下層（海面
下10ｍ)からも採水する。
採水時は、昼間の干潮時を含める。なお、採水にあたっては、一斉採水が望ましい。
また、各層の試料を別々に採水分析するのを原則とするが、環境水質監視調査にあっては、各層から等量づつ

採取した試料を混合し、分析してもよい。
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エ 採水量
採水量は、河川の場合に準ずる。ただい、生活環境項目のうち、n-ヘキサン抽出物質についてはべつに10Ｌの

試料をとることとする。採水後直ちに分析できない場合は、規格に定める保存方法により試料を保存する。
オ 採水時に実施すべき事項

採水日時、採水地点の位置、水深、干満潮の時刻および潮位、潮流、降雨状況、風向、風速または風力、採水
地点付近の利水状況、主要な汚濁源等を記録する。また、一部試料の酸素固定を行うほか、水温、気温、色相、
濁り、臭気、透明度、塩分等についても、現地で測定または観測するのを原則とする。

(4) 工場事業場排水
ア 調査の時期

、 、 、 、 、工場 事業場の業種 操業の状態 季節的な変動等を考慮し調査することとするが 排水水質調査にあっては
本調査が環境水質監視調査と不可分の関係にあることを考慮し、環境水質監視調査の時期とあわせて行うことを
原則とする。

イ 採水地点
採水地点は、排水口とする。なお、排水口で採水出来ない場合は、排水口と同質の排水が採水可能な最終の排

水処理施設等の排水口とする。また、排水基準設定調査においては、汚水等の処理施設のある場合、必要に応じ
て、その施設への流入前の地点も追加するものとする。

ウ 採水方法
採水は、工場事業場の１日の操業時間内に３回以上行うことを原則とし、水質変動が少ないものについては適

宜回数を減じてもよいものとする。分析用試料は、各採水時毎に分析するのを原則とするが、排水基準設定調査
にあっては、１日の試料を混合分析してもよいものとし、１日のコンポジットサンプルが自動的に得られる場合
は、この試料について分析してもよいものとする。

エ 採水量
採水量等は、測定項目に応じ、それぞれ規格に定める方法による。

オ 採水時に実施すべき事項
採水日時、排水量、排水口付近の生物相等を記録する。また、水温、色相、臭気、透視度などについて現地で

測定または観測するのを原則とする。
５ 底質調査
(1) 採泥の対象水域

底質が悪化し、そこに含まれる物質が公共用水域の水質や環境に影響を及ぼしているものと考えられる水域につ
いて採泥を行う。

(2) 採泥の時期
底質中に含まれる物質が、水利用に悪影響を及ぼす時期を含めることとし、当該水域につき水質調査を実施する

こととされている場合は、水質調査の実施時期にあわせる。
(3) 採泥地点

、 、 、 。主要な汚濁源の近傍 河口部のほか 地形や潮流により堆積泥が多く 底質の悪化が考えられる地点を選定する
なお、対照地点として堆積泥の少ないと思われる地点も選定する。
堆積泥の分布状況が未知の場合は、採泥地点は均等に設けることとし、河口部等の堆積泥の分布状況が変化しや

すい場所では、適宜地点を密にする必要がある。
(4) 採泥の方法

採泥試料は、同一場所で少しずつ位置をかえ採取することを原則とする。表泥採取は、全地点で行うこととし、
必要と認められる地点では、柱状採泥を行う。

(5) 採泥時に実施すべき事項
採泥日時、採泥地点、採泥地点付近の地形地質、流速、流向、採泥方法（使用した採泥器の型名 、底質の状態）

（ 、 、 ）、 、 、 、 、 （ ） 、堆積物 砂 泥などの別 の記録の他 泥温 色 臭 外観 特に底泥表面の酸化膜の有無と厚さ 大型生物
ｐＨ（ｐＨメーターによる ）Eh（酸化還元電位、Ehメーターによる ）はただちに観測測定し、試料はできるだけ。 。
すみやかに分析する。分析までやむを得ず長時間を要する場合は、温度を低く保っておくこととする。

(6) 測定項目
健康項目のほか、ｐＨ、Ｅｈ、ＣＯＤ、強熱減量、硫化物含有量および含水量とする。測定値は、試料の乾燥重

量および湿重量のそれぞれ１ｇ当りのmg数(mg／g)を併記するのを原則とするが、mg／kg」で表してもよいことと
する。

６ 分析方法
環境水質監視調査および環境基準設定調査における採水試料の分析方法は、環境基準項目については環境基準に掲

、 、 （ 「 」げられた検定方法によることとし その他の項目については 昭和46年６月21日経済企画庁告示第21号 以下 告示
という ）に掲げる方法によることを原則とする。また、排水水質監視調査および排水基準設定調査における採水試。
料の分析方法は、告示によることとする。
環境基準および告示に掲げられた項目以外の項目について分析を行う場合は、日本工業規格、上水試験方法、下水

試験方法等、科学的に確立された分析方法によることとする。
なお、分析結果の記録に際しては、項目別に分析方法も付記することとする。
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環水企第１８６号
環水規第１６３号
平成11年4月30日

都道府県知事
殿政令市長

環 境 庁 水 質 保 全 局 長

水質モニタリング方式効率化指針の通知について

水質汚濁防止法に基づき都道府県知事が行う公共用水域及び地下水の常時監視における
水質調査については、従来より 「水質調査方法 （昭和46年9月30日付け環水管第３０号）、 」
及び「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について （平成元年9月14日付け環水」
管第１８９号）の別紙「地下水質調査方法」により調査方法を示してきたところである。

今般、水質環境基準健康項目が追加されたが、今後、新たな項目が水質環境基準項目として
追加され、調査の対象が増えると考えられることから、各自治体が実施する水質モニタリング
については、地域の実情を踏まえつつ、限られた人員と経費で必要十分な成果が得られるよう、
より効率的な体制への移行が求められる。

このため、従来の「水質調査方法」及び「地下水質調査方法」に準拠しながら、これまでに
蓄積された調査結果から、長年検出されていない場合等に関する水質モニタリングの効率化を
推進するための「水質モニタリング方式効率化指針 （別添）を作成したので、本指針の趣旨を」
踏まえ、より効率的な水質モニタリング体制の整備に努められたい。

水質モニタリング効率化指針の要旨

健康項目（要監視項目もこれに準ずる）について、
(1) 調査地点の効率化

① 汚濁源の状況に応じた調査地点の絞り込みを図る。
・上流の特定事業場等の廃止、新規立地の状況を考慮して地点の増減を行う。
・健康項目の有機塩素化合物については、いずれかの物質を使用する特定事業場等の下流地点

で全項目を測定する。
・農薬項目は、流域に農地の多い河川やゴルフ場の下流地点で測定する。

② 複数の調査地点を数ヶ月から数年かけて一巡するローリング調査等の手法により調査地点数
の削減を図る。
・重金属等、自然的原因による汚濁がある項目で、不検出が継続しているが地点の状況により

検出されるおそれがある場合(上流に廃止鉱山が存在する場合等)には下流域の調査地点を数
年で一巡するようなローリング調査を検討する。

・汚濁源が少ない水域においては、水系等でグループ分けしてローテーションでサンプリング
を行うようなローリング調査を検討する。

③ 調査地点間の位置関係を考慮し、地点配置の効率化を図る。
・近傍の調査地点で汚染状況が把握できる地点は削除、複数地点の統合など。

(2) 調査項目の効率化
① 長年にわたって検出されておらず、周辺の汚濁源の状況からみて今後とも検出される可能性
がきわめて低いと考えられる項目(群)については、数年で項目(群)を一巡するような項目のロ
ーリング調査を行うことにより、調査項目数を削減する｡

② 農薬類など使用時期と場所が限定されている項目については、使用実態を勘案して調査項目
の絞り込みを図る。

(3) 調査頻度（時期）の効率化
① 農薬類など使用時期と場所が限定されている項目については、使用実態を勘案して調査時期
の絞り込みを図る。

② 分析工程が共通する項目はなるべく同じ月に測定を実施するなど、分析作業の効率化の視点
から調査時期を選定する。
③ 長年にわたって検出されていない項目は、汚濁源の有無（既存、新規、自然 、利水状況、）
地点の重要性等を勘案しながら、調査頻度を見直す。
・例えば、10年間不検出の項目は新たな汚濁源が確認されない限り測定しない等

(4) 分析方法の効率化
オートサンプラーの使用、多成分同時分析の採用等。
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）公共用水域の水質測定の効率化について（京都府の事例

限られた人員・予算内で多数の有害物質を的確にモニタリングすることを目的として、環境省は平
成11年４月に「水質モニタリング式効率化指針」を策定しています。

本指針の趣旨を踏まえ、平成14年度公共用水域の水質測定計画については、昨年度と同様の考え方
に基づき測定計画を策定しています。

項 目 内 容 考 え 方

健康項目 ・長期間検出されていない項目について、 ・健康項目において長期間検出等されておらず、今後とも環境基
地点毎の検出状況を考慮し測定頻度を見 準地を超過する可能性が極めて低いと考えられる地点について
直す。 は、測定間隔を延長することにより効率化を測る。
（年４回→年２回又は１回実施） ※下表の①に該当する場合は年２回実施、②に該当する場合は年

１回実施する。
ただし、当年度の測定結果（速報値）も含めて判断する。

環境基準値以下 50％以下 ＮＤ

過去５年間 ①

過去10年間 ① ②

過去15年間 ① ② ②

（50％以下：環境基準の50％値以下；ND：報告下限値未満）

生活環境項目 ・全窒素及び全燐について測定頻度を見直 ・全窒素及び全燐については、現在までの測定により一定の傾向
(河川) す （年12回又は６回→年４回） が把握できているため、測定間隔を延長することにより効率化。

・全窒素及び全燐以外の項目について、地 を図る。
点毎に測定頻度を見直す。 ・環境基準地点を除いた重点的に調査を実施する必要性の低い地
（年12回→年６回） 点については、測定間隔を延長することにより効率化を図る。

。 （ ） 、(海域) ・油分について地点毎に測定頻度を見直す ・海域において油分は長期間 測定開始以来 検出されておらず
閉鎖性海域の環境基準地点でのみ年２ 今後とも検出される可能性が極めて低いと考えられるため、調

。回実施する。 査地点を絞り込み測定間隔を延長することにより効率化を図る

その他の項目 地点毎に測定頻度を見直す。 ・現在までの測定により一定の傾向が把握できているため、測定
クロロフィルａ：年６回→年４回実施、 間隔を延長することにより効率化を図る。
その他の項目 ：年４回→年２回又は ※過去５年間不検出の場合は年１回実施する。
１回実施する。

特殊項目等の測定理由

測定項目 測 定 理 由 備 考

。 、 。フェノール 排水規制基準項目 水道水の悪臭物質の一つであり 水道利水の面から測定する
特

銅 排水規制基準項目。工場・事業場排水の公共用水域における影響を把握する。

殊 亜鉛 排水規制基準項目。工場・事業場排水の中では、人口や産業活動量によく比例す
ると言われており、汚濁の推移を把握する。

。 、 。項 鉄 排水規制基準項目 水道水への着色原因物質であり 水道利水の面から測定する

。 、 。マンガン 排水規制基準項目 水道水への着色原因物質であり 水道利水の面から測定する
目

クロム 排水規制基準項目。工場・事業場排水の公共用水域における影響を把握する。

アンモニア性窒素 窒素化合物の中で、最も嫌気的条件で生成されるもので未浄化指標。 旧称 ｱﾝﾓﾆｱ態窒素

そ リン酸イオン リン酸化合物の浄化終末物質であるため、浄化程度の指標となる。 旧称 りん酸態りん

陰イオン界面活性 全国的に都市河川において問題となっている泡立ちの原因物質の一つ。生活排水
の 剤 の影響を把握する。

フタル酸エステル 可塑剤として使用されており、公共用水域における状況を把握する。 府は測定せず。
他

塩化物イオン 生活排水による汚濁を把握する。 府は測定中止。
（府においては、他の物質で代用。ex)アンモニア性窒素） （一定の成果）

項
ＨＣＨ 旧称BHC 現在、使用禁止であるが残留性が問題。大阪府が淀川において測定しているので 府は測定せず。（ ）

建設省において整合を図っている。
目

濁度 降雨の影響を把握する。 府は測定せず。

導電率 重金属導電物質の総量を把握する。 府は測定せず。

クロロフィルａ 汚濁の指標 （富栄養化対策）。
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環水企第９２号
平成13年５月31日

都道府県知事
殿

政令市市長
環境省環境管理局水環境部長

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び
水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成11年法律第87号。以下「地方分権
」 。） 。 、 、一括法 という が平成12年4月1日より施行された 同法の施行により 都道府県及び市町村の事務は

自治事務及び法定受託事務の2種類の事務として行われることとなる。このうち法定受託事務は、本来国
が果たすべき責務に係るものであるため、地方分権一括法による改正後の地方自治法（昭和22年法律第6
7号。以下「改正地方自治法」という ）第245条の9第1項及び第3項に基づき都道府県又は市町村が処理。
する事務の基準（以下「処理基準」という ）を国が定めることができるとされている。。

このため、環境基本法（平成5年法律第91号。水質保全関係部分に限る ）及び水質汚濁防止法（昭和4。
5年法律第138号）中の法定受託事務である環境基準の水域類型指定等に関して、下記のとおり処理基準
が定められたので、通知する。当該事務を行うに当たっては、下記事項に基づき適切に実施されたい。

なお、これまでに発出された通知は、処理基準として明示的に引用されない限り、改正地方自治法第2
45号の4第1項に基づく「技術的な助言」として取り扱うこととしているので、引き続き活用されたい。

記
第１ 環境基本法関係

水質汚濁に係る環境基準の類型指定は、環境基本法第16条第2項に基づき、環境基準に係る水域及び地
域の指定の事務に関する政令（平成5年政令第371号）別表に定める水域以外は、都道府県が法定受託事
務として行うこととされた。都道府県が事務を行う際には 「水質汚濁に係る環境基準について （昭和4、 」
6年12月環境庁告示第59号。以下「告示」という ）に定めるほか、以下によることとする。。

(1)環境基準の水域類型の指定の必要性の判断
水域類型に該当する水域の指定は 「水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のすべて」を対象、

に行う必要があるが、湖沼及び海域における全窒素及び全燐の水域類型の指定についての判断は以下
のとおりとする。

1)湖沼の全窒素及び全燐に関する環境基準について
ｱ．湖沼の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型は、告示別表2の1の(2)のイの備考2においてし

めすとおり、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うもの
とするが、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼
についてのみ適用するものとする。この場合において、水域類型の指定を行うべき湖沼の条件
は水質汚濁防止法施行規則（昭和46年総理府令・通商産業省令第2号。以下「規則」という ）。
第1条の3第1項第1号とし、このうち、全窒素の項目の基準値を適用すべき湖沼の条件は同条第2
項第1号とする。

ｲ．水域類型の指定は、富栄養化の防止を図る必要がある湖沼のすべてにつき行う必要があるが、富
栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある湖沼を優先すること。

2)海域の全窒素又は全燐に関する環境基準について
ｱ．海域の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定は、告示別表2の2のイの備考の2におい

て示すとおり、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うも
のとする。この場合において、水域類型の指定を行うべき海域の条件は規則第1条の3第1項第2
号及び同条第2項第2号であること。

ｲ．水域類型の指定は、富栄養化の防止を図る必要がある海域のすべてにつき行う必要があるが、富
栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある海域を優先すること。

ｳ．当該水域の将来の利用目的については、現在の利水状況だけでなく過去の利水状況も参考としつ
つ、各地域の関係者の意見等を踏まえて設定すること。

ｴ．以上のほか、以下の点に留意すること。
ｱ)全窒素及び全燐は一次生産者である植物プランクトンの栄養として海域の生態系の維持に必要

であり、極端に濃度を低くする必要はないが、逆に全窒素及び全燐の濃度が低い海域であって
もその海域固有の生態系が維持されているので、濃度を増加させることが必ずしも好ましいこ
とではない。このようなことを勘案すると、Ⅰ類型の環境基準については、自然環境保全の利
水を優先させる必要がある水域や、現在の低濃度の全窒素及び全燐のレベルを維持することで
現在の水産としての利用や生態系の維持を図る必要があると考えられる水域を対象に設定する
こと。

ｲ)富栄養化が進んだ海域、特に湾奥部等では流入河川、気象、海象等の影響を受け空間的・季節
的な濃度変動が大きくなりやすい。したがって、水域類型の指定に当たっては、水域区分ごと
の全窒素及び全燐の濃度レベルを総体として適切に把握するため、類似した特性を持つ水域ご
とに区分するとともに、区分された水域を代表する地点を環境基準点として設定すること。

ｳ)全窒素及び全燐の濃度は、CODの濃度レベルとも関係があるため、全窒素及び全燐の水域類型の
指定を行う際には、現行のCODの環境基準の類型及び水域区分との関連を踏まえて類型及び水
域区分を設定すること。その際、利水及び水質の状況の変化等を勘案し、必要に応じ現行のCO
Dの環境基準の水域区分を併せて見直すこと。
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(2)環境基準の水域類型の指定を行うための水質調査

環境基準の水域類型の指定を行うための水質調査は 「水質調査法 （昭和46年9月30日環水管第30、 」
号）によること。

(3)水域類型の指定を行う際の水域境界の判断
環境基準の水域類型の指定を行う際の海域又は湖沼とそれ以外の公共用水域との境界については、

以下により判断することとする。
1)海域と海域以外の公共用水域との境界
ｱ．海域と接続する海域以外の公共用水域が河川法（昭和39年法律第167号）第4条第1項の一級河川

である場合には、同法施行令（昭和40年政令第14号）第5条第2項の河川現況台帳の図面に記載
されているところをもって、海域との境界とする。

ｲ．当該公共用水域がアの河川以外の河川である場合にあっては、次によること。
ｱ)河口において突堤又は防波堤が突出している場合には、両岸の突堤又は防波堤の先端を結んだ

線をもって、海域との境界とする。
ｲ)河口において河川護岸又は河川堤防とが明らかに区別できる場合は、両岸の河川護岸、又は河

川堤防の先端をもって、海域との境界とする。
ｳ)ア）及びイ）に該当しない河川等にあっては、左右岸の河川堤防法線又は河川部分の水際線を

海域に延長した線と海岸部における通常の干潮時の汀線との交点を結んだ線をもって、海域と
の境界とする。

ｳ．河口部が河川区域であると同時に港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第3項の港湾区域又は漁
港法（昭和25年法律第137号）第2条の漁港である場合であって、港湾又は漁港以外の河川区域
に対し港湾区域又は漁港である部分の幅が大幅に拡大し、流水が停滞性を示しているときは、
前記ア及びイにかかわらず当該河口部は海域として取り扱う。

2)湖沼と湖沼以外の公共用水域との境界
1)のイのウ）に準じて判断することとする。
この場合において、湖沼の汀線は渇水時の汀線とする。なお、人造湖の場合にあっては、その

上流端は、渇水時のバックウォーターの終端とする。

(4)類型指定の見直し
上記(1)～(3)に準ずることとする。

第２ 水質汚濁防止法関係
１．常時監視（法第15条関係）

常時監視の実施に当たっては、告示及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準 （平成9年3月13日環」
境庁告示第10号）によるほか以下によるとする。なお、実施に当たっては関係機関との連携を図ら
れたい。

(1)常時監視に用いる測定
常時監視に用いる測定は、公共用水域は「水質調査方法 （昭和46年9月30日環水管第30号 、地下」 ）

水は「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について （平成元年9月14日環水管第189号）の」
別紙の「地下水質調査方法 （以下単に「地下水質調査方法」という ）によること。」 。

(2)常時監視の結果の報告
1) 測定計画に従って行われた測定の結果については、原則として1年に1回、公共用水域にあって

は「水質汚濁防止法の施行について （昭和46年9月20日環水管第24号）の別記様式3 「公共用水」 、
域水質測定結果の報告について （平成5年3月29日環水規第51号）及び「公共用水域水質測定結果」
報告要領等について（通知 （平成11年3月12日環水規第80-3号 （別紙Ⅰ.2.第1文を除く ）によ）」 ） 。
り、地下水にあっては「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について （平成元年9月14」
日環水管第189号）別記様式及び「 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」の一「
部改正について （平成11年4月1日環水企第141号）により環境省環境管理局水環境部土壌環境課」
地下水・地盤環境室長あて通知すること。なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についてはその合
計で環境基準を設定したところであるが、今後の検討に資するため亜硝酸性窒素単独での濃度を
報告すること。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、公共用水域にあっては環境省環境管理局環境部企画

課、地下水にあっては同土環境課地下水・地盤環境質に、速やかに報告すること。
①環境基準健康項目のうち、全シアン、アルキル水銀及びPCBについては、環境基準値を超えた場

合。
②その他の環境基準項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合。

なお、ふっ素及びほう素については、海水の影響により環境基準値を超える場合は除く。

2)上記の報告に当たっては、次の事項を報告されたい。
①測定項目、測定値及び採水年月日
②測定値点名及び水域名
③測定地点周辺における利水及び土地利用等の状況（地図又は概略図を添付する ）。
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3)上記の報告後、次の事項を適宜報告されたい。
①その後の測定値及び原因究明のための調査結果
②講じた施策、行政指導等の概要及びその結果

4) 報告下限値等
定量限界値は、原則として小数点以下4桁までの範囲内で設定する。なお、単位はmg/lとする。た

だし、以下の表に掲げる項目については右欄に掲げる値を報告下限値とする。
また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、環境基準値が硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計

値であることから、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素それぞれの報告下限値を設定することとする。ただ
し、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、硝酸性窒素の定量限界値と亜硝酸窒素の定量限界値を
合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも定量限界値未満の場合に、定量限界
値未満とする。

項 目 報告下限値

全シアン 0.1 mg/l

総水銀 0.0005mg/l

アルキル水銀 0.0005mg/l

PCB 0.0005mg/l

溶存酸素量（DO） 0.5 mg/l

浮遊物質量（SS） 1 mg/l

化学的酸素要求量（COD） 0.5 mg/l

生物化学的酸素要求量（BOD） 0.5 mg/l

n-ヘキサン抽出物質（油分等） 0.5 mg/l

全窒素 0.05 mg/l

全燐 0.003 mg/l

5)有効数字等
①報告下限値未満の数値については 「報告下限値未満 （別載例「<.005 ）とする。、 」 」
②桁数について
(a)有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
(b)報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
(c)硝酸性窒素と亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計値を

求めた後に、上記の(a)及び(b)の桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、

その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

6)その他の項目
環境基準健康項目以外の項目については 各都道府県において定められた数値の取り扱い方法 下、 （

限値及び有効桁数を含む ）によること。。

7)平均値の計算
①平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、

報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。
②報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算する。

(3)測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合。
1)人の健康の保護に関する環境基準

水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環
、 （ 、 。）境基準の達成状況は 同一測定点 公共用水域にあっては 当該測定点は表層における地点とする

における年間の総検体の測定値の平均値により評価する。その際、不検出の検体については、定量
限界値を用いて平均値を算出することとする。

ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の総検
。 、 、「 」体の測定値の最高値により評価する また アルキル水銀及びPCBについては 検出されないこと

をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であ
ることをもって環境基準達成と判断する。

さらに総水銀については、告示別表第1備考第1において、総水銀に係る基準値については、年間
平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成維持することとは、同一
測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という 」が含まれて。）

、 、 、いない場合には 総検体の測定値が全て0.0005mg/lであることをいい NDが含まれている場合には
測定値が0.0005mg/lを超える検体数が総検体数の37％未満であることをいうものとする。

なお、地下水の環境基準達成状況の評価は、地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、毎年の測
定結果について、検出の有無とともに、基準値の超過率すなわち基準値を超過した測定地点の割合
で行うこと。なお、地域の全体的な汚染の状況は概況調査における評価を基本とし、その他の調査
区分における評価については、それぞれ調査目的を勘案して行うこと。
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・自然的原因による検出値の評価
公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合

は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮すること。
なお、自然的原因とは、鉱床地帯における岩石等からの溶出、海水の混入等をいうものとする。
ふっ素及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽水域等において環境

基準を超過している水域が多く存在する。環境基準を超過している汽水域等については、海水の影
響の程度を把握し、その他の水域とは別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程
度の把握方法及び測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふっ素」及び「ほ
う素」濃度への海水の影響程度の把握方法について （平成11年3月12日環水企第89-2号、環水管68」
-2号）によること。

2)生活環境の保全に関する環境基準
ｱ．BOD及びCODの環境基準の達成状況の評価

全窒素及び全燐を除く生活環境の保全に関する環境基準の達成状況は、告示により日間平均
値で評価することとされているが、類型指定された水域におけるBOD及びCODの環境基準の達成
状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、以下の方法により求めた「75％
水質値」が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境
基準を達成しているものと判断する。

75％水質値……年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番
目 nは日間平均値のデータ数 のデータ値をもって75％水質値とする 0.（ ） 。（
75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる ）。

複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境
基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

ｲ．湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点におい

て、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当
該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

ｳ．海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点におい

て、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当
該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平
均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、
当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

２．測定計画（法第16条関係）
公共用水域及び地下水の水質測定計画は次によることとし、測定計画の作成に当たっては、環境

基本法第43条に定める機関において、これについて審議に努められたい。測定計画を作成したとき
は、環境省環境管理局水環境部長あてに速やかに通知するようお願いする。年度途中においてこれ
を変更した場合も同様とする。

1)公共用水域の水質測定計画
次の点に留意されたい。

①測定の対象水域は、全公共用水域とし、公共用水域の水質の汚濁の状況、利水の状況等を勘案し
て、対象水域を選定することとする。

②測定地点については、次によることとする。
(ｱ)測定地点は、公共用水域の水質の汚濁の状況の常時監視の観点から必要な地点を選定する

ものとする。
(ｲ)測定地点の選定に当たっては、著しい重複、偏向が生じないように国の地方行政機関と協

議するほか市町村とも協議することが望ましい。
(ｳ)従来の測定により、著しい水質の汚濁が認められた地点については、引き続き測定を行う

ものとする。
③二以上の都道府県の区域に属する公共用水域の水質の測定計画の場合にあっては、測定地点・測

定項目・測定時期等について関係都道府県知事と事前に連絡を行い、水域全体として有効な測定
が行われるようにすることが望ましい。

④国及び地方公共団体が測定計画に従って行った測定結果の都道府県知事への送付の様式、方法等
については、測定計画において適宜定めることとする。

2)地下水の水質測定計画
地下水については、測定計画に定めるべき事項、測定地点及び方法等については「水質汚濁防止
法の一部を改正する法律の施行について（通知 （平成元年9月14日環水管第189号）記Ⅰ1による）」
こと。なお、測定計画の作成に当たっては、本法担当部局は、河川担当部局等関係部局と調整を
行うことが望ましい。
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公共用水域水質測定結果の報告について

平成５年３月２９日環水規第５１号
各都道府県知事・各政令市長宛
環境庁水質保全局長通知

標記について、昭和４６年９月２０日付け環水管第２４号本職通知Ⅴの３に基づく様式３を別添のと
おり改め、報告の数値の取扱い及び報告方法について左記のとおり定めたので通知する。平成５年度の
測定結果の報告から、これによられたい。

なお、本通達をもって、昭和５２年４月１９日付け環水規第６１号、昭和５６年４月９日付け環水規
第３３号、昭和５８年１２月１５日付け環水規第２２８号及び平成元年１０月１９日付け環水規第２８
１号水質保全局長通知は廃止する。ただし、平成４年度の測定結果の報告については、なお従前のとお
りとする。

記
Ⅰ 数値の取り扱いについて

１ 環境基準項目
環境基準項目については、以下の取り扱い方法によること。

(1)定量限界値の設定
「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について （平成５年３月８日付」

け環水管第２１号水質保全局長通知）記の１の定量限界値については、以下の項目について右欄に
掲げる桁数の範囲内で設定する。なお、単位は㎎/Lとする。

また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、環境基準値が硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計
値であることから、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素それぞれの定量限界値を設定することとする。

項 目 桁 数

カドミウム 小数点以下４桁
鉛 小数点以下４桁
六価クロム 小数点以下４桁
砒素 小数点以下４桁
ジクロロメタン 小数点以下４桁
四塩化炭素 小数点以下４桁
1,2-ジクロロエタン 小数点以下４桁
1,1-ジクロロエチレン 小数点以下４桁
シス-1,2-ジクロロエチレン 小数点以下４桁
1,1,1-トリクロロエタン 小数点以下４桁
1,1,2-トリクロロエタン 小数点以下４桁
トリクロロエチレン 小数点以下４桁
テトラクロロエチレン 小数点以下４桁
1,3-ジクロロプロペン 小数点以下４桁
チウラム 小数点以下４桁
シマジン 小数点以下４桁
チオベンカルブ 小数点以下４桁
ベンゼン 小数点以下４桁
セレン 小数点以下４桁
硝酸性窒素 小数点以下４桁
亜硝酸性窒素 小数点以下４桁
ふっ素 小数点以下４桁
ほう素 小数点以下４桁

(2)報告下限値
①以下の項目についての報告は、各項目右欄に掲げる値（以下「報告下限値」という ）を下限とす。

る。

項 目 報告下限値

全シアン 0.1 mg/L
総水銀 0.0005 mg/L
アルキル水銀 0.0005 mg/L
ＰＣＢ 0.0005 mg/L
溶存酸素量（ＤＯ） 0.5 mg/L
浮遊物質量（ＳＳ） 1 mg/L
化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 0.5 mg/L
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 0.5 mg/L
ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等） 0.5 mg/L
全窒素 0.05 mg/L
全燐 0.003 mg/L
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②１の(1)の項目についての報告は、１の(1)で設定した値（以下「報告下限値」という ）を下限と。
する。
ただし、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、硝酸性窒素の報告下限値と亜硝酸性窒素の報

告下限値を合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも報告下限値未満の場合
に、報告下限値未満とする。

(3) 有効数字等
①報告下限値未満の数値については 「報告下限値未満 （記載例「＜0.0005」とする ）、 」 。
②桁数について
ア有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。
イ報告下限値の桁数を下回る桁については切り捨てる。
ウpHについては、小数点第２位以下を切り捨て、小数点以下１桁までとする。
エ硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計値を求

めた後に、前記ア及びイの桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告
下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

(4)平均値の計算
①平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、

報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。
②報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

２ トリハロメタン生成能項目
(1)トリハロメタン生成能の算出方法

トリハロメタン生成能の算出方法は、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブ
ロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能の値を加算したものとする。なお、加算に当たって
は、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホ
ルム生成能が報告下限値未満の数値である場合には、報告下限値の数値として取扱い、加算する。
（例 ：＜0.0001→0.0001））

(2)定量限界値の設定
クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホル

ム生成能の定量限界値の設定は、原則として小数点以下４桁とするが、測定方法等によりこれが困
難な場合については、小数点以下３桁とする。なお、単位は㎎/Lとする。

(3)報告下限値
クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホル

ム生成能の報告は、前記２(2)で設定した値を下限とする。
(4)有効数字等

、「 」（ 「 」 「 」 。）①報告下限値未満の数値については 報告下限値未満 例： ＜.0005 又は ＜0.0005 とする
②桁数について
ア有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。
イ報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。

(5)平均値の計算
①平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、
報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。
②報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

(6)年平均値の算出方法
トリハロメタン生成能の年平均値は前記(1)で算出された値を前記(5)①に従い、日平均値を算出

し、各々の日平均値を加算した値を測定日数で除する。
３ その他の項目

環境基準項目及びトリハロメタン生成能項目以外の項目については、各都道府県において定められ
た数値の取扱い方法（下限値及び有効桁数を含む ）によること。。

Ⅱ 報告方法について
年間の水質測定結果については、各年度毎にまとめ、翌年度の５月３１日までに一部提出すること。

前文（平成１１年環水規第８０号）抄
なお、本通知は平成１１年度の測定結果の報告から適用することとし、平成６年６月３日付け環水

（ ） 。規第１２７号本職通知 平成７年７月１１日付け環水規第１７４号本職通知により改正 は廃止する

別添 略
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公共用水域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの評価方法について

昭和５２年７月１日環水管第５２号
北海道生活環境部長宛
環境庁水質保全局水質管理課長回答

昭和52年5月18日付公害第324号をもって照会のあった標記の件について当庁としては、左（下）記の
とおり取扱っているところであるので回答する。

記
１ 環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果の評価方法について

環境基準の水域類型をあてはめるための水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全デ
ータのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数の占める割合をもって評価す
るが、その割合が75％以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。

なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により求めた｢75％水質値｣
を用いるものとする。

75％水質値･･･年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×ｎ番目（ｎは
日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75％水質値とする（0.75×ｎが整数でない場合は端数を
切り上げた整数番目の値をとる 。。）

２ 環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について
環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には１と同様

に年間を通じた日間平均値の全データのうち75％以上のデータが基準値を満足している基準点を適合
しているものと判断する。

３ 複数の環境基準点をもつ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法
について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において、環境基準に
適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

環 水 管 第 １８２ 号
昭和４９年１２月２３日

都道府県知事
殿

権限委任市長
環 境 庁 水 質 保 全 局 長

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について

（ 。 「 」水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件 昭和４９年環境庁告示第６３号 以下 告示
という ）の施行については、先に昭和４９年１０月２８日付け環水企第243号・環水管第162号・環水規。
第201号をもって環境事務次官名により通達されたところであるが、同通達において別途通達することと
されている事項については、下記により運用することとされたい。

記
１ 年間における総水銀の測定回数について

年間における総水銀の測定回数については、同一測定点につき、原則として毎月１回以上行うもの
とする。

ただし、当該水域における海象、流況及び汚濁源の立地状況等を勘案して測定回数を減じても環境
、 、基準の監視の目的が十分に達成されるものと判断される場合には 測定回数を減じても差支えないが

その場合にあっても少なくとも年６回は測定を行うものとする。
２ 総水銀に係る基準の判定について

告示備考１において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することと
されているが、年間平均値として達成維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値
の中に「定量限界値未満（以下「ＮＤ」という 」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全。）
て0.0005ppmであることをいい、ＮＤが含まれている場合には、測定値が0.0005ppmを超える検体数が
総検体数の３７パ－セント未満であることをいうものとする。

３ 総水銀に係る基準における自然的原因等について
告示備考４において、総水銀に係る基準値は、河川においてその汚染が自然的原因によることが明

らかである場合に限り、0.001ppm以下とするとされているが、この運用は次によることとする。
(1) 自然的原因とは 水銀鉱床地帯等において岩石 土壌等からの溶出等の自然的要因による場合 水、 、 （

銀鉱床等において人為的なもの（例えば休廃止鉱山）があってもそれによる汚染がないように十分
防止対策が講じられているにもかかわらず、当該地域の自然的要因による場合を含む ）をいうもの。
とする。

(2) 0.001ppm以下であることとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中にＮＤが含まれて
いない場合には、総検体の測定値の算術平均を行い、その結果が0.001ppm以下であることをいい、
ＮＤが含まれている場合には、測定値が0.001mmpを超える検体数が総検体数の37パ－セント未満で
あることをいうものとする。

４ クロスチェックについて
分析精度を確保するため、適宜クロスチェックを行うよう配慮するものとする。

５ 経過措置
昭和４９年度における総水銀に係る基準の判定については、昭和４９年９月３０日以降年度末まで

において６回以上測定を行った場合には、その６回以上の測定値をもって２又は３により行うことは
差支えないものとする。



- 15 -

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について

平成５年３月８日環水管第２１号
環境庁水質保全局長から
各部道府県知事・政令市長あて

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成5年3月環境庁告示第16号)の施行について
、 、は 別途平成5年3月8日付け環水菅第20号をもって貴職あて環境事務次官より通達されたところであるが

同通達によって別途通知することとされている事項については、下記により運用することとされたい。

なお、告示に伴い 「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について （昭和49、 」
少なくと年12月23日付け環水菅第182号、環境庁水質保全局長通知）記の１中「が、その場合にあっても

記の２中「ｐｐｍ」を「ｍｇ/ｌ」に改め、記の５中「２又も年６回は測定を行うものとする」を削り、
は３ の後に 削除 を加え 記の３を削り 記の４を記の３とし 記の５を記の４とする また 水」 「（ ）」 、 、 、 。 、「
質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について （平成元年４月３日付け環水菅第５２号、」
環水規第６４号、環境庁水質保全局長通知）記の２を削り、記の３の（2）中「水質環境目標を勘案する
とともに、これまでの行政指導の経緯を踏まえ 」を削り、記の５の（1）中「水質環境目標」を「水質、
汚濁に係る環境基準」に改め、記の３を記の２とし、記の４を記の３とし、記の５を記の４とする。

記
１ 環境基準達成状況の評価について

人の健康の保護に関する環境基準の項目（以下「環境基準健康項目」という ）の基準値が年間平均。
値とされたことから、公共用水域における環境基準の達成状況は、同一測定点における年間の総検体
の測定値の平均値により評価する。その際、不検出の検体については、定量限界値を用いて平均値を
算出することとする。

ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の総検体
の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては 「検出されないこと」、
をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出である
ことをもって環境基準達成と判断する。

さらに、総水銀に係る評価方法は 「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行に、
ついて （昭和４９年１２月２３日付け環水菅第１８２号、環境庁水質保全局長通知）記の２に定める」
とおりとする。

２ 自然的原因による検出値の評価について
水銀、鉛、砒素等、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等（地下水を含む。以下

同じ ）において検出される可能性がある項目についても、一律の値を設定することとしたが、公共用。
水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断されたと判断される場合
には、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮することとされたい。なお、自
然的原因とは、鉱床地帯等において岩石、土壌等からの溶出等の自然的要因による場合（水銀鉱床等
において人為的要因（例えば休廃止鉱山）があり、それによる汚染がないように十分防止対策が講じ
られているにもかかわらず、当該地域の自然的要因による汚染が認められる場合を含む ）をいうもの。
とする。

３ 公共用水域等の監視の実施について
環境基準健康項目については、水質汚濁防止法第１５条に基づく都道府県知事による公共用水域及

び地下水の常時監視の対象として位置づけ、水質の汚濁の状況の把握に努められたい。今回の改訂に
よりこれまでよりかなり項目数が増えることから、監視体制の一層の充実を図られたい。なお、平成
５年度は準備期間として暫定的な体制での監視で差し支えない。

環境基準の達成状況等を適切に評価するため、測定計画の策定に当たっては、物質の特性、使用状
況等を考慮し、年間を通した公共用水域等の状況が的確に把握できるよう配慮されたい。公共用水域
の場合、水域を代表する各地点で各月１回以上の測定が望ましいと考えられるが、水質汚濁の状況、
排出水の汚染状態等からみて汚染のおそれの少ない地点については測定回数を減じ、汚染のおそれが
ある地点の監視を強化すること等により効果的に監視を実施することとされたい。なお、公共用水域
等の監視の実施に当たっては、関係機関との連携を図られたい。

測定結果の報告方法については別途通知する。

（以下略）

建設省河計発第２３号
平成 ６年 ３月２８日

近畿地方建設局長 殿
建設省河川局長

河川区域内におけるＣＮＰ剤の使用について
河川の流水の清潔の保持については、河川管理の重要な目的の一つであり、日頃より万全を期すよう

尽力いただいているところである。
今後、水田初期除草剤の主要な有効成分の一つであるクロルニトロフェン（以下「ＣＮＰ」という ）。

について厚生省残留農薬安全性評価委員会において、その安全性について「因果関係の有無が明らかと
なるまでの間は、予防的な観点も取り入れ、一日摂取許容量を設定しないことが妥当と考える 」との評。
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価結果が出され、関係行政機関においてもＣＮＰを有効成分とする農薬（以下「ＣＮＰ剤」という ）に。
ついて原則として使用しないよう指導がなされたところである。

このような状況の下で、河川区域内におけるＣＮＰ剤の使用については河川、湖沼等への飛散・流入
を防止することが困難であり、河川の水質に対する影響が特に懸念されることから、河川管理者として
も措置を講じる必要があるところである。

ついては、河川区域内におけるＣＮＰ剤の使用について、関係機関とも十分連携を図りつつ、下記の
とおり対処されたい。

なお、実施にあたっては各水系において設置されている水質汚濁防止連絡協議会などを積極的に活用
されたい。

記
１ 河川区域内においてはＣＮＰ剤は使用しないよう関係者に対し周知徹底するとともに、必要に応じ

て関係機関と十分連携を図りつつ、適正に指導すること。
２ 河川におけるＣＮＰに係る水質の把握に努めること。

建設省河利発第 １ 号
建設省河環発第２４号
平成 ６年 ３月２８日

近畿地方建設局
河 川 部 長 殿

建設省河川局 河川利用調整官
建設省河川局 河川環境対策室長

河川区域内におけるＣＮＰ剤の使用等について
河川区域内におけるＣＮＰ剤の使用については、平成６年３月28日付け建設省河計発第23号で河川局

長から通達されたところである （以下「局長通達」という ）。 。
実施にあたっては、局長通達記１については別紙１により、局長通達記２については別紙２により、

遺漏のないよう取り計られたい。
また近年、ＣＮＰ剤をはじめとする農薬の使用について関心が高まっており、河川管理者としても、

講じることができる措置について検討しており、その基礎資料とするため別紙３により、河川区域内に
おける農薬の使用状況について調査し、河川環境対策室あて報告されたい。

なお、参考までに、別添１として厚生省残留農薬安全性評価委員会の報告、別添２として農林水産省
の通達、別添３として厚生省の通達を添付する。

（別紙１）
局長通達記１について

河川区域内においてはＣＮＰ剤を使用しないよう関係者に対し周知徹底するとともに必要に応じて関
係機関と十分連携を図りつつ、適正に指導することについては、次のような方策も参考にしつつ、状況
に応じ適切に対処されたい。

なお、周知・指導状況について速やかに河川環境対策室あて報告されたい（様式自由 。）
(1) 水質汚濁防止連絡協議会などが設置されている水系にあっては、その場を通じて局長通達、厚生省

残留農薬安全性評価委員会の報告、関係機関の通達を市町村等に対し周知徹底するとともに、市町村
の広報紙の活用等の協力を依頼する。
水質汚濁防止連絡協議会が現在設置されていない水系にあっては、上記の趣旨を市町村に文書で依

頼する。
(2) ＣＮＰ剤を使用していると考えられる河川敷地の占用者に対して、河川区域内においてＣＮＰ剤を

使用しないよう文書で指導する。

（別紙２）
局長通達記２について

河川におけるＣＮＰに係る水質の把握は、次の通りの水質調査によるものとし、調査結果についても
速やかに河川環境対策室あて報告するものとする（様式自由 。なお、環境基準の要監視項目に関する水）
質調査に含まれる場合はその方法に準じるものとし、また水質調査をすでに実施している場合はその水
質調査結果をもって報告に代えてもよい。
(1) 調査地点：流域の状況（都市域 、水道取水の状況、土地利用の状況等を十分勘案したうえで必要に）

応じモデル河川を選定し、その河川における代表的な地点で実施する。
(2) 測定回数：年間２回を原則とする。なお、流域で農薬の使用される散布時期等を勘案したうえで測

定時期を選定するとともに、測定回数も考慮する。

（別紙３）省略 別添１，２，３：省略
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事 務 連 絡
平成２年７月２５日

北海道開発局 建設部長
各地方建設局 河川部長 殿

河川局河川計画課
河川環境対策室長

河川局治水課
流域治水調整官

河川区域内ゴルフ場の農薬使用に係わる水質調査等の実施について

河川区域内ゴルフ場の農薬使用に係わる河川管理上の取り扱いについては、平成２年３月19日付け事
務連絡「農薬の使用に関する河川の維持管理について」により通知したところであるが、今般、環境庁
において「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針値 （別紙－１）が、ま」
た厚生省においても「ゴルフ場使用農薬に係る水道水の暫定水質目標 （別紙－２）が示され、それぞれ」
平成２年５月24日付け環水土第77号及び平成２年５月31日付け衛水第152号により都道府県知事あて通知
がなされたところである。

河川管理者としても河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持されるよう河川を総合的に管理
する立場から、河川区域内ゴルフ場の農薬使用に係わる水質調査を実施することとしたので、その実施
に当たっては関係機関等との連絡・調整を十分図るとともに下記により取り扱われたい。

記
１．調査対象

直轄管理区間に設置されているゴルフ場等。
２．水質調査地点（採水地点）

公共用水域とゴルフ場排出水についての河川管理者としての科学的知見を得るため、当面の間、公共
用水域と併せてゴルフ場排出水も測定する。したがって、水質調査は原則としてゴルフ場の排出口地点
（ゴルフ場の排出水が低水路に排出されるまでの区間）及び主要な上水道取水地点（低水路）直上流に
おいて実施するものとし、選点に当たっては、河川の状況、ゴルフ場内の集配水系等、排水処理施設の
現状、持続する河川等の流出実態等を十分考慮の上決定するものとする。
３．調査頻度

ゴルフ場における農薬の使用状況や場内の集配水系等、河川の流況等の実態を考慮の上決定するもの
とする。
４．分析項目及び分析方法

(1) 分析項目は別紙－１、２に示す21項目から農薬の使用状況、現地の立地条件等を勘案の上必要な
項目について実施するものとする。

(2) 分析方法は別紙－３に示すとおりとする。
５．水質分析結果の取り扱い

(1) 水質分析の結果、ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度が別紙－１に示す値を、又上水道取水地点
における農薬濃度が別紙－２に示す値を超えている場合においては、必要に応じて次のような措置
をとるものとする。
① 水質汚濁対策連絡協議会等の連絡通報要領にのっとり、ゴルフ場より下流で取水している利水

者、関係行政機関及びゴルフ場管理者に調査結果を連絡するとともに、ゴルフ場管理者に対し必
要な措置を講ずるよう要請する。

② 関係行政機関及びゴルフ場管理者と十分連携をとりつつ、農薬使用の実態把握、流出経路の踏
査及び水質調査頻度の増加等により農薬の流出原因の把握に努める。

③ ゴルフ場管理者に原因調査結果を連絡するとともに、関係行政機関と十分連携をとりつつ河川
への農薬の流出を低減させるのに必要な措置を講ずるよう要請する。

(2) 水質分析の結果、農薬濃度が別紙－１及び２に示す値を下回っている場合においても、農薬の河
川への流出を極力低減させるように努めるものとする。

（別紙－１，２，３：省略）

事 務 連 絡
平成９年５月２１日

北海道開発局河川管理課補佐
各地方建設局河川調整課長

河川管理課長 殿
河川局河川環境課

課長補佐 黒川 純一郎
河川局治水課

課長補佐 工藤 啓

河川区域内ゴルフ場の農薬使用に係わる水質調査等の実施について

標記については、平成２年７月25日付け事務連絡及び平成３年８月８日付け事務連絡に基づき、河川
区域内のゴルフ場の農薬使用に係わる水質調査を実施しているところであるが、今般、環境庁において
水質保全局長通知（別紙－１）が出され、対象農薬を５項目追加するとともに、分析方法についても多
成分同時分析法を新たに策定した。

ついては、建設省においても、これらの趣旨を踏まえ、河川の水質監視を強化し、一層の水質保全を
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図る必要があることから、今後行う調査については、従来の30項目に今回の５項目を加えた計35項目で
水質調査等を実施されたい。

事 務 連 絡
平成１４年４月８日

北海道開発局 河川管理課長補佐
各地方整備局 河川管理課長 殿

河川調整課長
河川局河川環境課課長補佐

辻原 浩

河川区域内ゴルフ場の農薬使用に係わる水質調査等の実施について

標記については、平成２年７月25日付け事務連絡及び平成３年８月８日付け事務連絡、平成９年５月21
日付け事務連絡に基づき、河川区域内のゴルフ場の農薬使用に係わる水質調査を実施しているところで
あるが、今般、環境省において通知（別紙－１）が出され、対象農薬を10項目追加するとともに、分析
方法についても一部が改正された。

ついては、国土交通省における今後の調査について、分析方法については別紙－１を参考にするとと
もに、調査項目については次のとおりとされたい。
①平成14年においては今回追加の10項目を優先して調査することとし、これまでの調査の結果及び当該

調査地点上流でのゴルフ場農薬の使用実態を確認した上で、調査すべき全体の調査項目数については
従前調査していた項目数程度まで減らしてもよい。

②平成15年以降は、平成13年までの調査結果、平成14年の調査結果及び当該調査地点上流でのゴルフ場
農薬の使用実態を踏まえ、毎年調査するもの及び数年に一度調査するものの区別をつけ、数年かけて
45項目を概ね全て調査できるよう適宜調整をした上で実施すること。

（別紙－１）
環 水 土 第 ２３４ 号
平成１３年１２月２８日

都道府県知事 殿
環境省環境管理局水環境部長

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針の一部改正について

標記暫定指導指針については平成２年５月24日付け環水土第77号、平成３年７月30日付け環水土第109
号、平成４年12月21日付け環水土第187号及び平成９年４月24日付け環水土第100号をもって通知してい
るところであり、これに基づき、ゴルフ場排水口の水質の実態把握等を通じたゴルフ場関係者への指導
に多大の御努力を願っているところである。

今般、地方公共団体からの要望や最近の排出水中の検出実態の状況等を踏まえ、別紙のとおり、本暫
定指導指針の一部を改正し、10農薬について指針値を新たに設定するとともに、標記暫定指導指針対象

、 。 、農薬の増加に伴い 個別分析法の追加及び多成分同時分析法の一部を改正した これらの内容について
御了知の上、引き続きゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に万全を期されたい。

なお、今後とも、関係部局間の連絡を密にする等により、農薬使用の適正化について指導の徹底が図
られるように配慮されたい。

事 務 連 絡
平成７年５月１２日

北海道開発局
河川管理課長補佐

各地方建設局
河川調整課長
河川管理課長 殿

河川局河川環境課
課長補佐 黒川 純一郎

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
（平成６年法律第９号）第５条１項に規定する水質保全計画を定めるに当たって
留意すべき事項等について

標記について、環境庁水質保全局水質管理課長より各都道府県水質担当部局長あてに別紙のとおり通
知されたので参考までに送付する。

なお 「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」第５条７項、
に規定する水質保全計画の策定の際の都道府県知事の河川管理者への協議にあたっての協議時期、協議
方法等の具体的な手続き等については、環境庁と調整の後、通達する予定である。
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（別紙）
平成 ７年５月８日
環水管 第１２０号

都道府県水質担当部局長 殿
環境庁水質保全局

水質管理課長

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
（平成６年法律第９号）第５条１項に規定する水質保全計画を定めるに当たって
留意すべき事項等について

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の施行について 平「 」（
成６年７月14日付け環水管第148号水質保全局長通知）の２により別途通知することとされた都道府県知
事が水質保全計画を定めるに当たって各種事業、規制等について留意すべき事項等について、下記のと
おり通知するので、水質保全計画の策定等に際しては留意されたい。

記
１ 水質保全計画の標準例を別紙のとおり示すので、参考にされたい。

（ 「 」 。） 。２ 指定水域における水質の保全に関する目標 以下 水質目標 という は以下により設定されたい
水質目標については、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方

針（平成６年総理府告示第17号。以下「基本方針」という ）第２の１①において、浄水場における浄。
水処理方法、水温、水素イオン濃度（以下「ｐＨ」という ）等の条件を考慮して、特定水道利水障害。
を防止するために必要な公共用水域におけるトリハロメタン生成能の濃度として設定することとされ
ているところである。
公共用水域のトリハロメタン生成能の濃度は 「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水、

質の保全に関する特別措置法の施行について （平成６年７月14日付け環水管第149号、環水規第163号」
環境庁水質保全局水質管理課長、水質規制課長通知）で示した測定方法における測定条件の下で生成
するトリハロメタンの濃度とされていることから、水質目標は、その測定条件と当該公共用水域及び
浄水場の条件のうちトリハロメタン生成能の濃度に影響するものとを勘案し、トリハロメタンに係る
水道水質基準値に対応する値として設定されるものである。
トリハロメタンの生成能に影響する条件としては、浄水処理方法、水温、ｐＨ、配水時間及び臭素

濃度があるが、これらの条件については、次のように取り扱うのが適当である。まず、浄水処理方法
については塩素処理の管理の適正化及び塩素注入方式の変更（前塩素処理から中間塩素処理への変更
等）の措置が講じられることにより、トリハロメタン生成能が約２割削減されるものとする。また、
水域の水温については類型区分して対応する目標を設定するものとする。さらに、ｐＨ及び配水時間

、 。は影響が軽微であるため それぞれ代表的な値である7.0及び36時間として一律に取り扱うものとする
水質目標は水質保全対策を推進するための目標であることから年平均値で設定されることが望まし

いため、公共用水域でのトリハロメタン生成能の濃度の分布を勘案し、特定水道利水障害を常時防止
するのに十分な値を、年平均値として設定する。
このような考え方に基づいて、総トリハロメタンに係る特定水道利水障害が問題となっている水域

にあっては、水域の水温の区分ごとに次表に示すトリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標を設定
し、当該水域に当てはめることが適当である。なお、浄水場に高度浄水処理施設（オゾン処理、粒状
活性炭処理等）が整備され及び整備されようとしている場合にあっては当該施設のトリハロメタン生
成能の削減率を、河口近くで取水しているなど臭素の影響を受けることが明らかな場合にはその影響
をそれぞれ考慮するものとする。
個別のトリハロメタンに係る特定水道利水障害が問題となっている水域にあっては、当該トリハロ

メタンに係る水道水質基準を当該水道水中の当該トリハロメタン濃度の総トリハロメタン濃度に占め
る割合で除した値に対応する公共用水域のトリハロメタン生成能の値を水質目標とする。２以上の項
目で特定水道利水障害が問題となっている場合にあっては、このようにして求めたトリハロメタン生
成能の値のうち最小のものを水質目標とする。
なお、水質目標に係る水質測定は、指定水域の水質を最もよく反映する地点において行うものとす

る。
トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値

（ 、 ）水域の水温 水質目標値 年平均値 単位：mg／l

15℃以下 0.09

15℃を越え20℃以下 0.08

20℃を越え25℃以下 0.07

25℃を越え30℃以下 0.06

30℃を越え35℃以下 0.05

(注)1.水域の水温は、当該水域の月平均値の年間最高値とする。
、2.当該浄水場に高度浄水処理施設が整備され及び整備されようとしている場合にあっては

当該施設のトリハロメタン生成能の削減後の残存率で除した値を目標値とする。

３ 基本方針第２の１②の科学的調査については、以下のことに留意されたい。
指定水域におけるトリハロメタン生成能の水質測定は、水質調査方法（昭和46年９月30日付け環水(1)
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管第30号）における生活環境項目に準拠した形で行うものとする。また、水質調査地点については、
。水質目標に係る地点の他に、必要に応じ、上流部の地点を含めるものとする

(2) 汚濁負荷量の算定は、原則として、指定地域を一括して行うものとするが、指定地域が広いため一
括して算定を行うことが適当でない場合には、指定地域を自然流域を単位とした複数のブロックに分
割した上で、そのブロックごとに行うものとする。汚濁負荷量の算定は、各発生源から公共用水域に
排出される負荷量（以下「発生負荷量」という ）について、生活系、産業系、その他系の発生源別。
に行うものとする。その際、規模の大きい工場・事業場については実測法によることが望ましいが、
小規模な発生源、土地由来のもの等実測法によることが困難な場合には、担当部局と十分協議・調整
を行った上で、適切な原単位を設定して各種フレームに乗ずること等により算定を行うものとする。

(3) 水質予測については、指定水域に上流部から到達する汚濁負荷量を算定する必要があることから、
実測値等に基づき 流域のブロック等の単位ごとに 発生負荷量が指定水域に到達する割合 以下 流、 、 （ 「
達率」という ）を算定するものとする。この場合、水質目標が年平均値として設定されていること。
から、流達率についても年平均値を基礎とするものとする。また、指定水域において水質目標が達成
されるようにするため、水質予測の手法を用いることにより、生活系、産業系等の発生負荷量が均衡
のとれた形で削減が図られるよう生活排水処理施設の整備、排水規制等の対策の内容を水質保全計画
において定めるものとする。

４ 水質保全計画において、各種事業について定めるに当たって、個別の事業地点等を即地的に定める
ものではないことに留意されたい。

、 、 、５ 水質保全計画において 下水道の整備に関する事項について定めるときは 処理人口により記述し
当該計画の策定時点において事業採択されている下水道（高度処理施設を含む ）について記述するも。
のとするとともに、総合的な観点からする下水道整備の推進に支障を与えないよう十分に留意するも
のとする。

６ 河川事業について定めるときは、河川事業に関する事項は、河川管理者が有する事業の計画に定め
られたものとされたい。

７ 水質保全計画に定められた各種事業については、必要な予算を確保すること等に留意しつつ、確実
に実施されるよう万全を期されたい。

事 務 連 絡
平成１４年４月８日

北海道開発局 河川管理課長補佐
各地方整備局 河川管理課長 殿

河川調整課長
河川局河川環境課課長補佐

辻原 浩

透視度及び糞便性大腸菌群数の測定について

近年ＢＯＤ等でみた河川水質は着実に改善を見せており、河川の景観的な美しさ、親水空間としての
快適性あるいは生物の生息、生育の場所としての評価手段としてはＢＯＤ等の指標では必ずしも適切で
はない場合も生じている。このため、前述の観点から河川水質を評価するための新たなデータの蓄積が
必要となっている。

現在、本省において今後観測体制を強化しデータを収集・蓄積すべき項目について検討中であるが、
既に指標の意味及び評価方法の定まっているあるいは検討の進んでいる糞便性大腸菌群及び透視度につ
いて他の項目に先駆けて全国的なデータを収集・蓄積することとした。

ついては、平成14年４月より糞便性大腸菌群数及び透視度の測定については、下記のとおり実施され
たい。

記

１．糞便性大腸菌群数について
(1)測定場所 水文観測業務規程に定められる第１種観測所及び第２種観測所。
(2)測定頻度 大腸菌群数の測定を行っている観測所においては、大腸菌群数の測定と同時に測定す

ることとする。なお大腸菌群数の測定を行っていない観測所においては、２.(2)に定
めるとおりとする。

(3)測定方法 従前のとおり。
２．透視度について

(1) 測定地点 水文観測業務規程に定められる第１種観測所及び第２種観測所。
、 。(2) 測定頻度 少なくとも一月に１日以上 各１日につき４回程度採水分析することを原則とする

ただし、水質の汚濁状況等からみて変動等が少ないと考えられる場合は適宜回数を減
じてもよいものとする。なお、日間水質変動が大きい地点においては、年間２日程度
は各１日につき２時間間隔で13回採水分析することとする。

(4)測定方法 １００cm計にて行うこと。
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事 務 連 絡
平成９年７月１５日

北海道開発局 河川管理課長補佐
各地方建設局 河川調整課長 殿

河川管理課長
河川局河川環境課

課長補佐 山本昌宏

糞便性大腸菌群数調査結果に対する対応について

糞便性大腸菌群数の調査の実施につきましては、平成９年６月１８日付け事務連絡により貴局管内の
調査計画を作成し、その計画に基づき調査を実施願っているところですが、調査結果の公表にあたり基
本的な考え方を別紙のとおりとりまとめましたので、対応の程、宜しくお願いします。

なお、糞便性大腸菌群数調査の結果については、下記によりとりまとめのうえ、報告願います。

記

１．報告対象 平成９年７月１６日までに分析結果が判明したもの。
２．報告期限 平成９年７月１７日（木）１７：００
３．報告様式 別紙様式のとおり
４．報告先 河川環境課水理水質係 伊藤(3339)・大高(3347)
５．その他 ７月１６日以降に分析結果が判明したものであって、７月の水質速報記者発表により

公表するものについては、結果が判明次第報告願います。
６．公表について

公表は、毎月２０日（今月は２２日）の水質速報記者発表により実施願います。公表方法は、原則
調査結果の判明した地点すべてについて、調査地点、採水日、分析項目、分析結果を公表することと
します。

事 務 連 絡
平成９年７月１８日

河川関係水質調査担当副所長 殿

河川調整課長
三輪準二

河川管理課長
高木多喜雄

糞便性大腸菌群数調査結果に対する対応について

標記について、河川局河川環境課課長補佐より別紙のとおり事務連絡があったので送付します。
なお、先般の調査結果については、７月２２日局発表の「水質速報記者発表」により公表しますので

連絡します。
今回の調査で、環境庁の判定基準で「水浴場として不適」と評価される1,000個／100ml以上の糞便性

大腸菌群が検出された河川等については、水遊び等の水辺利用の実態を踏まえた上で、不適となった調
査地点に、立て看板を立てる等 「基準以上の糞便性大腸菌群数が検出されており、水浴には不適となっ、
ている」旨、利用者に注意喚起を促すための措置を講じられたい。また、判定基準で「不適」となった
河川については、府県及び市町村の環境・衛生部局等関係機関に情報提供を行うとともに、利用者への
注意喚起にあたってはこれら関係機関と十分調整されたい。

なお、今後の調査については、当面、先般提出いただいた調査計画書に従い調査を実施することを基
本とする。

別紙
糞便性大腸菌群数調査結果に対する対応

○糞便性大腸菌群数調査の目的
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準においては、病原微生物による汚濁の指標として大腸菌群数

が用いられている。これは、人畜の糞便が病原微生物の主要な起源とされていることから、大腸菌群
。数が多く検出される水は病原微生物により汚染されている危険性が高いと考えられてきたためである

しかしながら、近年の知見によれば、大腸菌群には糞便由来の菌群以外に非糞便由来と考えるべき多
くの菌群も包含されていることが明らかになってきている。

このような背景を踏まえ、水辺利用の高まる夏場において直轄河川管理区間の水浴場、主要な親水
施設を対象に糞便汚染の最も適切な指標とされる糞便性大腸菌群数の調査を行い、その汚染実態を把
握することとしたものである。

○糞便性大腸菌群数の評価
環境庁では、公共用水域における糞便性大腸菌群数に関わる環境基準は設定していないが、平成９

年４月１１日付け環水管第115号水質保全局長通知により水浴場における糞便性大腸菌群数による水質
判定方法（以下 「判定基準」という ）を定めている（別添１参照 。今回の調査対象箇所における調、 。 ）
査結果についても、この判定基準を準用することとする。

○判定基準で不適と評価される1,000個／100ml以上の調査結果に対する対応方針関係機関に情報提供す



- 22 -

るとともに、当該箇所の水利用の実態により、以下のとおり対応することとする。
1)水浴場
・水浴場については、都道府県の環境・衛生部局と連携し、使用の一時中止等の措置を講じるととも

に、原因究明のための調査を実施する。また、原因調査結果に基づき、都道府県の環境・衛生部局
を連携し、必要な対策を講じる。

2)親水施設
・直接水を経口摂取する可能性の高い施設で、ポンプアップ等により人為的に水を流しているような

せせらぎ水路等においては、一時施設の運転を停止する。その他の箇所については、水遊びに適さ
ない水質となっている旨、利用者に注意を喚起を促すための措置を講じる。

、 、 。・都道府県の環境・衛生部局と連携し 原因究明のための調査を行うとともに 必要な対策を講じる
・なお、直接水を経口摂取する可能性の低い水辺利用がなされている箇所については、当該河川水が

人の健康に直接害を及ぼす可能性が低いことから、当面、継続的モニタリングを実施し、実態把握
に努めることとする。

別紙
事 務 連 絡
平成８年７月２６日

近畿管内河川担当事務所長 殿

河 川 部 長

病原性大腸菌Ｏ１５７への対応について

標記については、海外において湖沼・海岸における感染例も報告されているところであり、当面下記
の対応を取ることとされたい。

記

水浴場・親水施設が設置されている箇所等水辺利用が行われている箇所等において採水した試料に関
して、病原性大腸菌Ｏ１５７の検査を実施する。試験時期・回数に関しては、当面第１回の検査をすみ
やかに実施するものとし、その後の対応については当職と相談されたい。なお、試験を実施可能な機関
は限られているため、検査実施に関しては、関係府県衛生担当部局等と連絡を取って、可能な範囲で適
切な対応をとるように努められたい。
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地下水質調査方法（平成元年9月14日環水管第189号 別紙）
１ 目的
この地下水質調査方法は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき都道府県知事等が行う、地下

水の水質汚濁の状況を常時監視するための水質調査につき、準拠すべき原則的方法を示したものであり、調査
の実施に当たっては、この調査方法を原則としつつ、地域の具体的な状況を考慮し、実効ある調査を行うもの
とする。
２ 水質調査の種類
水質調査の種類は次のとおりとする。

(1) 概況調査
地域の全体的な地下水質の概況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。地域の実情に応じ年

次計画を立てて、計画的に実施することとする。
なお、本調査の一環として、地域における一定の代表的な地点において長期的な観点から水質の経年的変

化を把握することにも配慮することが望ましい。
(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するために実施する地下水の水質
調査とする。

(3) 定期モニタリング調査
汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングとして定期的に実

施する地下水の水質調査とする。
３ 調査項目及び回数等
(1) 調査項目

水質調査は、地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年３月環境庁告示第十号、以下｢告示｣と
いう ）の別表の項目の欄に掲げる項目（以下｢環境基準項目｣という）について実施することとするが、汚。
染の可能性がきわめて低いと考えられる場合には、適宜対象物質を減ずることができるものとする。
水質調査の際には、調査井戸の諸元についてもできるだけ把握することとする。
また、その他地下水の特性把握に必要な項目については適宜実施することとする。

(2) 回数等
ア 概況調査

年次計画を立てて実施する場合は、当該年度の対象井戸については、年一回以上実施することとする。
なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。
地下水の流動や汚染物質の使用状況を考慮して、数年後に再度調査を行うことが望ましい。

イ 汚染井戸周辺地区調査
汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。一地区の調査は、降雨等の影響を避け、できるだ

け短期間に行うことが望ましい。
ウ 定期モニタリング調査

対象井戸について、年一回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時期に設定することとする。な
お、季節的な変動を考慮することが望ましい。

４ 調査地点
各調査ごとに、次に掲げる事項に留意して調査地点を選定することとする。なお、鉛直方向の汚染の広がり

にも留意すること。
(1) 概況調査
① 調査全体として、地域全体の地下水の水質の概況を把握できるようにすること。
② 工場・事業場等の立地の状況、地下水の利用の状況等を勘案し、汚染の可能性が高い地域及び汚染によ
る利水影響が大きいと考えられる地域を重点的に調査する。

③ 汚染された場合、多数の人の健康に影響を与える可能性が高い井戸を優先的に選定する。
④ 工場・事業場等の立地の状況等から汚染の可能性が高い井戸を優先的に選定する。

(2) 汚染井戸周辺地区調査
① 汚染が想定される範囲全体が含まれるように調査範囲を設定する。
② 地下水の流向がわかっている場合にはその方向に帯状に調査する。
③ 飲用に供されている井戸はできるだけ調査する。
④ 調査範囲が広く、対象となる井戸が多い場合は区域を分け順次調査を行う。
⑤ 既存の井戸を調査するのが基本であるが、大きな空白地区が生じる場合は、観測井を設置することも考
慮する。

(3) 定期モニタリング調査
① 工場・事業場等の立地の状況、地下水の利用の状況等を勘案し、地域の地下水の水質の経年的変化を把
握する上で、代表的な地点を選定する。なお、汚染地区の定期モニタリングに当たっては、汚染源近傍地
点及び下流側の未汚染地点を含むことが望ましい。

② より効果的な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。
５ 分析方法
採水試料の分析方法は、環境基準項目については、告示別表の測定方法の欄に掲げる方法による。
その他の項目について分析を行う場合は、日本工業規格、上水試験方法、下水試験方法等科学的に確立され

た分析方法によることとする。
なお、分析結果の記録に際しては、項目別に分析方法も付記することとする。

６ その他留意事項
地域の井戸の設置状況、地下水の利用状況、地下水の流れ等については、適宜調査を実施し、水質調査に当

たって必要な状況を把握しておくことが望ましい。
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地下水水質調査の方針

昭和６０年３月 河川局河川計画課

１ 主旨
地下水の保全と適正な利用を図り、地下水の適正な管理に資するため、水質の実態と長期変化及び

流動状況を把握することを目的として、地下水水質調査を継続して行うものである。
（昭和６０年度の調査結果より公表（地下水年表として発行）することを前提とする）

２ 調査箇所
「地下水位年表」対象の全箇所で実施することが望ましい（ については最低限実行政部費観測井

施すること）ただし、観測井の異常で困難なもの、その他特殊な理由で調査の有為性のないものは
除く。

３ 調査頻度
全箇所３ケ月間隔（年４回）を基本とする。

４ 調査項目
1) 全箇所対象

①地下水水質の実態と長期変化を把握するための項目
1.水温* 2.色* 3.臭気* 4.PH* 5.電気伝導度* 6.ＤＯ* 7.ＣＯＤ*
8.総硬度* 9.NO3-Ｎ 10.Ｔ－Ｎ 11.Ｔ－Ｐ 12.PH4.3アルカリ度*
13.Ｃｌ * 14.溶解性鉄* 15.溶解性マンガン*-

②地下水の流動状況を把握するための項目（①の１２～１５も含む）
+ 2+ 2+ + 2-1.Ｎａ 2.Ｃa 3.Ｍｇ 4.Ｋ 5.SO4

2) ＣＯＤが高い箇所対象（概ね4ｍｇ/1以上）
ＴＯＣ ＭＢＡＳ

3) 人家密集、工場地域等人為汚染の考えられる箇所対象（２と重複するところもありうる）
1.NH4-Ｎ 2.NO2-Ｎ 3.大腸菌 4.一般細菌 5.有機塩素化合物（クロロホルム

・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・等）
（*印年４回観測項目、無印年１回（夏季）観測項目） ＜全項目公表を前提とする＞

５ 採水方法
・採水前に、ポンプ排水により孔内の水替えを十分に行う。

（水替え量は、平常時の孔内貯留水量の最低５倍以上を標準とする ）。
・孔底のヘドロ等や孔壁（ケ－シング内壁）の汚れによる影響が考えられる箇所については、事前

に孔内の清掃を行うこと。
・水替え後の採水は、ポンプ採水・採水器による採水のいずれでも可。

６ その他
・調査は上記の通り行うが、公表にあたっては、各デ－タを吟味のうえ対象箇所・項目を決定する

ものとする。
・調査頻度については、現在各地建等依頼の経時変化の調査結果がまとまった段階で再検討を行う

ものとする。
・予算等の事情で３～５の方針通りの実施のむずかしい箇所についても、最低限年１回必要項目に

ついて調査を行うことを原則とする。
・別紙に、上・工・農水の水質基準等を示すので、参考とされたい。

（表－１：略 別紙：略）

〔参考〕

地下水（水位・水質）観測調査計画表様式－２
近畿地方整備局

費目 観 測 地 域 観測分析内容 予 算 手 当 （千円） 予 定 委 託 先
区分 観測所名 地下 水 水 深 浅 観測 合計 行政 調査 測 試 水 位 観 測 水 質 分 析 備 考

対象 水域名 県名 位 質 層 層 期間 部費 費
定期 行政 11観測所
観測 部費 ３観測所 3 3 1 2

三宅 奈良 奈良県 ○ ○ ○ S52～
今泉 盆地 ○ ○ ○ S53～
王寺 ○ ○ ○ S54～
２観測所 大阪 2 2 2
友井 平野 大阪府 ○ ○ ○ S51～
門真 ○ ○ ○ S52～
３観測所 3 3 1 2
小倉 京都 京都府 ○ ○ ○ S51～
草内(浅) 盆地 ○ ○ ○ S52～
草内(深) ○ ○ ○ S52～
口酒井４ 大阪 兵庫県 ○ ○ ○ S51～

平野
六条 福井 福井県 ○ ○ ○ ○ S53～

平野
豊岡一深 豊岡 兵庫県 ○ ○ ○ H 1～

盆地
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建近河管第182号
昭和47年5月8日

関係工事事務所長 殿
河 川 部 長

河川底質調査の実施について
標記について別紙のとおり河川局河川計画課長より調査依頼があったので下記及び別紙により実施された

い。
底質調査実施地点については、流域における重金属等の排出源を勘案し決定するものとし、調査に要する

費用は直轄河川改修費の測量及び試験費より支弁されたい。
なお、実施に当たっては調査項目・地点・所用費用等検討のうえ河川管理課に連絡されたい。

昭和47年4月21日
近畿地方建設局河川部長 殿

建設省河川局河川計画課長

河川底質の調査について
ＰＣＢ、重金属等による魚類、植物等の汚染が問題となっている現状にかんがみ、下記により底質調査を

実施のうえ、結果を報告されたい。

記
１．調査地点 イ、環境基準地点

ロ、その他重要な地点
２．調査項目 イ、ＰＣＢ、水銀、ひ素、銅、カドミウム

ロ、その他必要項目
３．調査時期 梅雨前のできるだけ早い時期とする。
４．報告期限 調査終了後できるだけ早い時期とする。
５．その他 金属鉱山（廃止鉱山を含む 、ＰＣＢを使用する工場等の位置、生産物、生産過程等を通商）

、 、 。産業局と連絡をとって調査のうえ 底質調査の参考にするとともに その概要を報告すること

建近河管第２号
昭和48年2月10日

工事事務所長
河川関係 殿

本局課長
河川部長

ＰＣＢ汚染調査結果とその対策について

標記について、別紙１のとおり河川局河川計画課長及び治水課長から通知があったので、お知ら
せする。

（別紙１）

河計発第352号
昭和47年12月28日

近畿地方建設局
河 川 部 長 殿

河川局河川計画課長
河川局治水課長

ＰＣＢ汚染調査結果とその対策について

先に一級河川を対象にＰＣＢ汚染の底質および水質について実態調査を実施したところであるが
先般ＰＣＢ汚染一斉点検として実施した各省庁調査の結果をまとめて別紙２の内容で共同発表され
たのでお知らせする。

また、ＰＣＢ汚染実態調査結果に基づき政府のＰＣＢ汚染対策推進会議で、その対策について検
討が行われ、別紙３のとおり対策を講ずることになったので、下記事項を留意の上遺憾なきよう措
置されたい。

記
１ ＰＣＢにより底質が汚染されている河川の詳細調査について

1)建設省の実態調査によって100ppm（ドライベース）以上のＰＣＢの汚染が認められる底質につ
いては、直ちに汚染範囲、汚染底泥量等を明らかにするため詳細調査（主として底質を対象と
し、補足的に水質も行なうこと ）を実施し、その結果を昭和48年１月末まで報告されたい。、

また、各都道府県調査において、100ppm以上のＰＣＢ汚染底質が認められた法河川について
は、当該地方公共団体とも十分連絡をとり、詳細調査の結果を把握するとともに、直轄管理区
域に関連する場合は、その内容を報告されたい。

2)建設省の実態調査によってＰＣＢ濃度100ppm未満の汚染底質（おおむね１ppm以上の汚染程度を
目安とする）については、昭和48年度に詳細調査（主として底質を対象とし、補足的に水質も
行う）を実施するものとする。

２ ＰＣＢにより底質が汚染されている河川汚泥の除去対策等について
1)昭和47年度の一斉点検によって100ppm以上のＰＣＢの汚染が認められる底質については、詳細
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調査ののち、早急に浚渫による、汚泥の拡散および浚渫した汚泥の処理等によって、二次公害
が発生しないよう処理方法等の確率が前提となるので、あらかじめ関係行政機関（地方公共団
体を含む）からなる対策会議を設け、処理方法等について協議を行ない円滑な実施を図ること
にしている。

これは中央における基本的な問題の検討とともに地方においての具体的な協議との両者につ
いて対策の進め方を、ＰＣＢ汚染対策推進会議で各省庁が確認したものであり、とりあえず当
該地区にあっては、関係行政機関と十分な連絡を図り、対策会議等その運営について打ち合わ
せされたい。

2)昭和47年度の一斉点検によってＰＣＢ濃度100ppm未満の汚染底質については、昭和48年度の詳
細調査と別途に環境庁が現在実施中の底質中のＰＣＢが生物に及ぼす影響に関する調査研究の
結果をまって、除去の必要性を検討することにしているのでその際にあらためて対策等につい
ては通知するものとする。

（別紙２）省略

（別紙３）

ＰＣＢ汚染実態調査結果に基づく対策

１ ＰＣＢにより水質が汚染されている公共用水域について
昭和47年度の一斉点検によって0.01ppmを越えるＰＣＢの汚染が認められる公共用水域について

は、これに流入するＰＣＢ取扱い工場および古紙再生工場の排出水の再点検を実施し､必要に応じ
、 、 。工場内排水溝等の清掃 ＰＣＢ使用機器の転換 古紙の選別の徹底等の措置を講ずるものとする

２ ＰＣＢにより底質が汚染されている公共用水域について
イ）昭和47年度の一斉点検によって100ppm（乾燥固形物重量）以上のＰＣＢの汚染が認められる

底質（ヘドロ）については、直ちに汚染範囲等を明らかにするための詳細調査を行ない、早急
に浚渫（封じ込めを含む）等の除去対策を講ずるものとする。この場合あらかじめ関係行政機
関からなる対策会議を設け、処理方法等について協議し、円滑な実施を図るものとする。

ロ）ＰＣＢ濃度100ppm未満の汚染底質については昭和48年度詳細調査を実施し、別途に実施中の
底質中のＰＣＢが生物に及ぼす影響に関する調査研究の結果をまって除去の必要性を検討する

建近河管第192号
昭和50年7月21日

近畿技術事務所長 殿
河 川 部 長

昭和50年度底質調査の実施について

標記について下記のとおり実施されたい。

記

１．調査の時期 昭和50年8月15日まで
２．報告の時期 昭和50年10月31日までに別紙様式により河川管理課統計係まで送付願いたい。
３．調査箇所

新宮川 熊野大橋
紀の川 大川橋、恋野川、藤崎井堰、船戸
大和川 藤井、石川橋、河内橋、浅香、遠里小野橋

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、淀 川 伝法大橋 柴島 鳥飼(左 中 右) 枚方(左 中 右) 宮前橋 西大橋 渡月橋
木津川御幸橋、玉水橋、加茂恭仁橋、家野、笹世橋、島ヶ原、岩倉、伊賀上野橋、
大野木橋、宇治川御幸橋、名張、隠元橋、安部田

琵琶湖 杉江、長浜、瀬田
猪名川 銀橋、軍行橋、利倉、上食満
加古川 井原橋、板波、池尻、国包
円山川 府市場、立野、弘原
由良川 山家、戸田、音無瀬橋、波美、由良川橋
北 川 高塚
九頭竜川 中角、深谷、布施田

以上60地点
４．調査項目 流量、ｐＨ、総水銀、アルキル水銀、カドミウム、ヒ素、鉛、銅、ＰＣＢの９項目

は必須項目 とし、必要に応じて項目を追加する。注）

５．調査費目 河川事業調査費(水質調査)
６．実施要領 別冊要領による。
７．分析所 近畿技術事務所

注）アルキル水銀は、昭和50年度の調査結果で大半が不検出であったため、昭和51年度以降の調査では必須
項目から外された。
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重金属等の底質調査実施要領

本要領は全国の一級河川を対象として重金属等の底質調査を行い、河川における重金属の汚染概況を把握
するためのものである。

１．採泥
(1) 採泥の時期

水質調査の実施日に合わせることが望ましく、夏期などの低水時期を選んで実施すること。
(2) 採泥地点

水質調査の基準地点(環境基準の基準地点及び治水、利水上の基準地点)を対象に年間一回の概況調査を
行なうが､分析を他の機関で実施する場合は必ず１割程度について､技術事務所等においてクロスチェック
を行なう。

(3) 採泥方法
(2)の採泥地点について表層部の底質をエクマンバージ型採泥器又はこれに準ずる採泥器によって３回

以上底質を採取し、それらを混合して採泥試料とする。また、ＳＫ式採泥器又はこれに準ずるものを用い
て１回の採泥でも差支えない。

(4) 採泥時に実施すべき事項
採泥日時、採泥地点(図示すること)、採泥方法(使用した採泥器の型名)、底質の状態(堆積物、砂泥等
、 、 。 、の別 色 臭気など)およびｐＨはただちに観測測定して記録する 試料はできるだけ直ちに分析するが

直ちに分析できない場合には、温度を低く保つこととする。
(5) 採泥時の試料の調製

採泥試料を清浄なホーロー製のバットに移し、小石・貝殻・動植物片等異物を除いたのち、均等に混合
し、四分法で 500～1000ｇを清浄なポリエチレンビン、又はポリエチレン袋に入れて分析所に運搬するも
のとする。なお、運搬中および分析するまでの間は、原則として4℃程度で保存するものとする。

２．分析方法
1) 分析時の試料の調製

(5)によって調製した試料から適量の代表試料を分取し、これをろ紙(5種B)を用いて吸引ろ過し、ろ紙
上に残る固形物を分析試料とする。
2) 分析値の表示

底質試料中の重金属等有害物質は乾燥固形物当りの濃度（乾泥1ｇ当たりのmgとして表示）に換質し、
有効数字2桁まで表示するものとする。
3) 乾燥方法

2-1)の分析試料から5ｇ以上(a)を重量既知の共せん付はかりびんに正確にはかりとり、105～110℃で
、 、 、 。2時間乾燥し デシケーター中で放冷し 固形物の重量(b)を求め 次式によって水分含有率(%)を算出する

a－b
水分含有率(%)= ×100

a
a:始めに採取した分析試料の重さ(g)
b:乾燥後の固形物の重さ(g)

4) 分析方法
昭和49年9月水質担当者会議資料「底質調査方法」による。

３．精密調査方法
１．２の概況調査の結果「水銀を含む底質の暫定除去基準」(昭和48.8.31付環水管第177号環境庁水質

保全局長通達)を超えた場合(T-Hg25ppm以上)には、昭和48.7.環境庁水質保全局発行「底質調査方法」に
より本局とあらかじめ打ち合わせの上精密調査を実施されたい。
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底質調査方法（昭和63年9月8日環水管第127号 別紙）
Ⅰ 採泥
１ 採泥時期
底質中に含まれる物質が、水利用に悪影響を及ぼす時期を含めることを原則とし、当該水域につき水質調査

の実施が予定されている場合は、水質調査の実施時期に合わせることが望ましい。
２ 採泥地点
2.1 概況調査

海域、湖沼においては、調査対象水域の規模及び予想される汚染の程度に応じて均等に２～６㎞メッシュ
で採泥地点を設けるものとする。主要な排水口周辺水域等においては、地点を増加する。
河川においては、原則として、主要な排水口の直下50ｍ下流及び流下方向１㎞ごとの汚泥の堆積しやすい

地点とする。水域の状況等により適宜地点を増加する。
2.2 精密調査

海域、湖沼においては調査対象水域に200～300ｍメッシュで採泥地点を設定するものとし、河口部等の堆
積汚泥の分布状況が変化しやすい場所等においては必要に応じて地点を増加するものとする。
河川及び水路においては、幅の広いときにあっては50ｍメッシュで、幅の狭いときにあっては流下方向50

ｍごとに汚泥の堆積しやすい場所を採泥地点とし、水域の状況等により適宜地点を増加する。
３ 採泥方法

、 、２の各採泥地点において エクマンバージ型採泥器又はこれに準ずる採泥器によって３回以上底質を採取し
それらを混合して採泥試料とする。
ただし、概況調査の場合は、ＳＫ式採泥器又はこれに準ずるものを用いても差し支えない。深さ方向の調査

が必要な場合には、柱状試料を採取することとし、この場合は、原則として底質表面から深さ１ｍごとの各位
置において、その各10㎝程度の泥を採取し、その位置の試料とする。なお採取は１回でも差し支えない。
ＳＫ式採泥器を用いる場合には、なるべく短時間で１回採取を行いそのものを試料とする。

４ 採泥時に実施すべき事項
採泥日時、採泥地点（図示すること 、採泥方法（使用した採泥器の型名 、底質の状態（堆積物、砂、泥な） ）

どの別、色、臭気など）及びpHは直ちに観測測定し記録する。試料はできるだけ速やかに分析する。直ちに分
析が行えない場合には、温度を低く保っておくこととする。なお、調査の目的に応じてその他の項目を適宜追
加する。
５ 採泥時の試料の調製
採泥試料を清浄なポリエチレン製のバット等（測定重金属等の物質の吸着、溶出等がない材質のものを使用

する ）に移し、小石、貝殻、動植物片などの異物を除いた後、均等に混合し、その500～1,000gを清浄なポリ。
エチレンびん、ポリエチレン袋等（測定重金属等の物質の吸着、溶出等がない材質のものを使用する ）に入。
れて、実験室に持ち帰るものとする。

Ⅱ 分析方法
（略）

環水管第２１１号
平成１４年８月３０日

都道府県知事
政令指定都市市長 殿
中核市市長

環境省環境管理局水環境部長

「底質の処理・処分等に関する指針」について（通知）

これまで、水銀、ＰＣＢ等の有害物質により汚染された底質の対策については 「底質の処理･処分等、
に関する暫定指針 （昭和49年５月30日付け環水管第113号環境庁水質保全局長通知。以下「暫定指針通」
知」という ）により対策に係る留意事項の周知を行ってきたところであるが、今般 「ダイオキシン類。 、
による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件 （平成14年」
７月22日環境省告示第46号）により、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第７条の
規定に基づくダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準が定められたことから、水銀､ＰＣ
Ｂに加えダイオキシン類に汚染された底質対策を主眼とした見直しを行い、新たに別添のとおり「底質
の処理･処分等に関する指針」としてとりまとめたので通知する。主な変更点は､監視のために行う調査
において簡易分析方法の適用を追加するとともに、工事方法として、しゅんせつ及び掘削並びに封じ込
めに加えて無害化を追加したことである。

また 本指針の運用に当たっては 対策の対象となる底質の性状､当該水域の地形､海象､流況及び漁期､、 、
漁況等の地域の特性に適合するよう配慮した弾力的な運用を図り、底質の除去等の工事に際しては､二次
汚染を発生させることのないよう十分留意されたい。

なお、本指針の通知に伴い、暫定指針通知は廃止する。

第１ 総則
１ 基本的な考え方

ダイオキシン類、水銀又はＰＣＢにより汚染された底質については、除去等の工事が必要となるが、
この工事の実施に際して、底質の攪乱、拡散や処分地からの有害物質の流出、浸出等による二次汚染が
発生するおそれがあるので、工事計画の作成及び工事の実施についてはこれらの点についての慎重な配
慮が必要である。

、 、 、 、 、このため 本指針では 底質の除去等の対策を講ずるに当たり 現在の技術レベルを考慮して 監視
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工事の方法等に関する基本的な条件及び留意事項等を一般的指針として示すこととしたものである。具
体の適用に当たっては､除去等の対策を講じようとする底質の性状、当該水域の地形、海象、流況及び漁
期、漁況等の地域の特性に適合するよう配慮して、その弾力的な運用を図るものとする。

また、底質の除去等を講じた場合には､当該対策において実施した調査及び工事等に関する事項につい
て台帳を作成する等、適切な情報の管理･保管を行うものとする。

なお、ダイオキシン類、水銀及びＰＣＢ以外の有害物質により汚染された底質について除去等の対策
を講ずる際にも本指針を適宜参考にされたい。
２ 用語

本指針で使用する用語は、次の例によるものとする。
(1) 工事

工事とは、しゅんせつ等の除去、無害化等の工事のほか、化学的あるいは物理的な処理を行う処理
施設（以下「処理施設」という ）における処理作業も含む。。
(2) 対策対象底質

対策対象底質とは、次のいずれかに該当する底質で、除去等の対策を講ずる底質をいう。
①「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む ）及び土壌の汚染に。

係る環境基準について （平成11年12月27日環境庁告示第68号。以下「ダイオキシン類環境基準告」
示」という （参考資料－１）に基づく環境基準値を超えるダイオキシン類を含む底質。）

②「底質の暫定除去基準について」(昭和50年10月28日付け環水管第119号環境庁水質保全局長通達)
（参考資料－２）に基づく暫定除去基準値を超える水銀又はＰＣＢを含む底質

(3) 対策対象物質
ダイオキシン類、水銀又はＰＣＢのうち、対策対象底質の汚染の原因となっているものをいう。

(4) 簡易分析方法
、 。対策対象物質の公定法による分析に代えて 簡易･迅速に対策対象物質の測定を行う分析方法をいう

第２ 監視
１ 監視計画

事業主体は、工事が水質に及ぼす影響等を監視するため、工事着手前に、あらかじめ工事水域、基本
監視点、調査項目、調査回数、監視基準等を明らかにした監視計画を策定するものとする。
２ 監視の実施

監視は、１の監視計画に基づき、原則として事業主体の責任において行うものとする。また、監視の
、 。ために採取した試料の分析については 精度管理を徹底する等により信頼性の確保に努めるものとする

３ 事前の水質調査
事業主体は、主として工事の実施に伴う水質の変化を追跡するための基礎資料を得るために、事前に

水質調査を行うものとし、その実施に当たっては、次に示すところによるとともに、その目的を十分達
成できるよう配慮するものとする。

(1) 一般調査
ア 調査地点

５の基本監視点、補助監視点等を含む地点の中から適切な地点を選定するものとする。
イ 調査項目

次に掲げる項目とする。
① 対策対象物質（ただし、ダイオキシン類による汚染であって､ＰＣＢの存在が想定される場合に
は､必要に応じＰＣＢについても監視を行うものとする。また、監視のために簡易分析方法を用い
ようとする場合には､一般調査において当該簡易分析方法及び公定法により併行して測定すること
等により、当該簡易分析方法の使用の可否を確認するものとする ）。

② 生活環境項目（水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準が定められている項目のうち
浮遊物質量（以下「ＳＳ」という ）及び大腸菌群数を除く項目をいう。以下同じ ）。 。

③ 濁度、透視度又はＳＳ
ウ 調査回数

原則として延べ20回以上行うこととするが、海象、気象、流況、汚水の排出状況、工事を実施し
うる程度の異常時等について配慮し、減じても差し支えない。

(2) 連続調査
(1) の一般調査のほか、潮汐の影響による水質の時間的変化の著しい場合は、その傾向を把握する

ため、５の基本監視点及び補助監視点のうち主な監視点において、１日のうちで工事の実施を予定し
ている時間及びそれに続く数時間を含むようにして、12時間以上の連続調査を濁度、透視度又はＳＳ
について行うものとする。なお、この連続調査は、おおむね１時間を単位として行うものとする。
(3) 調査の方法等

ア 採水方法(試料の作成)
① 海域及び湖沼の場合

分析試料は、原則として基本監視点の表層及び中層から採水し、それらの同量を混合して作成
するものとする。表層とは、水面下0.5ｍ、中層とは水面下２ｍの水位置とする。ただし、水深が
５ｍ以浅の地点では表層のみから採水し、水深が10ｍを超える地点では、必要に応じて下層(水面
下10ｍ)からも採水することとして、各々前記の方法に準じて分析試料を作成するものとする。

② 河川の場合
原則として、水面から水深の２割程度の深さの位置より採水したものを分析試料とする。

イ 測定方法
測定方法は、｢水質汚濁に係る環境基準について｣(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)（参考資

料－３）及びダイオキシン類環境基準告示に定める方法によるものとし、その定めのない濁度及び
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透視度については次によるものとする。
① 濁度 日本工業規格K0801に定める濁度自動計測器を用いる方法
② 透視度 日本工業規格K0102の9に定める方法

４ 工事水域の設定
潮流、潮汐等の海象、底質の性状、しゅんせつ等の工法、漁場の利用状況等を考慮して、当該工事に

よる影響を防止すべき水域（以下「一般水域」という ）と工事に関連する水域（以下「工事水域」とい。
。） 。 、 。う を設定するものとする この場合 工事水域を縮小するために仮締切等を行うことは差し支えない

５ 基本監視点等の設定
工事に伴う環境の監視は、工事水域と一般水域との境界（以下、単に「境界」という ）に設ける基本。

、 、 。監視点 境界と工事地点との間に設ける補助監視点 処分地及び工事地点周辺について行うものとする
基本監視点は、境界線上に、水域の状況に応じて500ｍ以下の間隔で２地点以上設定する。補助監視点は
基本監視点における水質を予察することができるよう適宜定める（ただし、処分地の余水吐から流出す
る余水のみに関連する工事水域については、補助監視点を設けなくとも差し支えない 。。）

以上に定めるところに従って事前に設定された基本監視点及び補助監視点については、必要に応じ監
視の効果を減ずることのないよう慎重に配慮して、位置の変更、地点数の削減等を行っても差し支えな
い。

また、処分地については、余水吐において余水の監視を行い、必要に応じて地下水及び大気について
も当該汚染状況が判断できる地点を選定し、監視を行うものとする。
６ 境界の監視(基本監視点における監視)

(1) 監視の目的
境界の監視は、工事による影響が工事水域の外に及ぶことを防止するために行うものである。

(2) 調査項目及び調査回数
ア 調査項目
① 対策対象物質
② 生活環境項目
③ 濁度、透視度又はＳＳ

イ 調査回数
調査は、原則として水域の潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみて、１日のうち水質の

最も悪化すると考えられる時刻を含んで毎日１回以上行うものとする。ただし、当該地域に係る気
象、海象、流況等及び当該工事に係る工法、工事地点の位置等に著しい変化がないと認められる場
合で、調査回数を減じても監視の目的が十分に達成されると判断される場合には、濁度、透視度又
はＳＳ以外の項目について、調査回数を減じても差し支えない。

なお 「水域の潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみて、１日のうち水質の最も悪化する、
と考えられる時刻」の選定は、工事の実施当初に３(2)の連続調査に準じた調査を実施する等の方法
により行うものとする。

(3) 採水方法及び測定方法
採水方法及び測定方法は３(3)に規定するところによるものとする。
なお、対策対象物質について３(3)に規定する測定方法に代えて簡易分析方法を用いることは差し支

えないが、工事期間中少なくとも１回は３(3)に規定する方法で測定するものとする。
(4) 監視基準

ア 監視基準値
① 対策対象物質

対策対象物質については、原則として環境基準値を監視基準値とするが、工事着手前において
既に当該環境基準値を超えている水域については現状水質を悪化させないことを旨として別に定
めるものとする。

② 生活環境項目
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の類型指定が行われ、かつ、それが維持達成

されている水域においては、その環境基準値を監視基準値とし、その他の水域においては、利用
目的、現状の水質等を勘案して暫定的に監視基準値を定めるものとする。

③ 濁度、透視度又はＳＳ
参考資料として調査するものであるので、監視基準値は特に定めない。

イ 判定方法
水質の判定は、基本監視点ごとに１週間を単位として常時監視の測定結果に基づく水質汚濁の状

況の判断方法（ 環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監「
視等の処理基準について （平成13年５月31日付け環水企第92号環境省環境管理局水環境部長通知）」
（参考資料－４）の記の第２の１の（３）に定める判断方法をいう ）評価方法によって行うものと。
する。

(5) 分析値のクロスチェック
対策対象物質の分析においては、少なくともその検体数の10％についてクロスチェックを行うもの

とする。
７ 補助監視点の監視

(1) 監視の目的
、 、 、補助監視点における監視は 境界における水質の変化を予察し 必要に応じて中止措置を講ずる等

工事の継続の適否に関して早急に判断を下すために行うものである。
(2) 調査項目及び調査回数

ア 調査項目
濁度、透視度又はＳＳ
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なお、必要に応じ、簡易分析方法により、対策対象物質の監視を行うものとする。
イ 調査回数

調査回数は、工事実施中、水域における潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみて、１日
のうち水質の最も悪化すると考えられる時刻を含んで、原則として１日４回行うものとし、作業状
況に応じて適宜増減することができるものとする。

なお 「水域の潮汐等の海象、流況及び工事の実施状況等からみて、１日のうち水質の最も悪化す、
ると考えられる時刻」の選定については、６(2)イのなお書きを参照のこと。

(3) 採水方法及び測定方法
採水方法及び測定方法は３(3)に規定するところによるものとする。

(4) 監視基準
ア 監視基準値

監視基準値は、境界の監視の目的を達成できるよう、工事の開始時に暫定的に定め、以降、必要
に応じ、基本監視点の調査結果等との相関などを考慮して補正するものとする。
イ 判定方法

水質の判定は、補助監視点ごとに、その最高値が監視基準値を超えないことをもって行うものと
する。

８ 工事地点周辺の監視
（ 。） 、 、 。工事地点 処理施設を含む 周辺においては 異常な濁り 油膜の有無等を常時観察するものとする

９ 監視の結果により講ずべき措置
監視の結果が監視基準に適合しない場合には、次の措置を講ずるものとする。
(1) 対策対象物質について、境界の水質調査結果が６(4)の監視基準に適合しない場合又はそのおそれ

がある場合には、直ちに工事を中断し、その原因を究明した上、必要な措置をとるものとする。
(2) 生活環境項目について、境界の水質調査結果が６(4)の監視基準に適合しない場合、補助監視点の

水質調査結果が７(4)の監視基準に適合しない場合又は８の監視により工事地点周辺の水質に異常が
認められた場合には監視を強化し、その原因を究明するとともに、必要に応じて工事速度を減ずる
か又は工事を中断するなど、早急に監視基準が達成されるよう所要の措置を講ずるものとする。

10 処理施設周辺の監視
処理施設周辺の監視は、４から９までに定めるところによるほか、次によるものとする。
(1) 余水吐きからの流出水（余水）の監視

処理施設の余水吐きから流出する余水によって二次汚染を誘発しないよう、余水吐において、流出
する余水に係る監視を次により行うものとする。

ア 調査項目
① 対策対象物質
② 濁度、透視度又はＳＳ（対策対象物質に係る調査回数を減じて１日１回以上調査を行わない場
合及びその予定のある場合）

イ 調査回数
対策対象物質の調査は、１日のうち余水の水質が最も悪化すると考えられる時刻を含んで毎日１

回以上行うものとする。
、 。ただし 次に該当する場合に限り対策対象物質に係る調査回数を適宜減ずることは差し支えない

① 濁度、透視度又はＳＳの調査結果から対策対象物質の濃度を推定しうる場合で、対策対象物質
に代えて濁度、透視度又はＳＳの調査を継続して行うとき

② 工事に係る諸条件に著しい変化がなく、対策対象物質の調査回数を減じてもエの監視基準に適
合しない余水の流出を十分防止できると判断される場合

ウ 測定方法
測定方法は、３(3)イに定めるところによるものとする。
なお、対策対象物質について３(3)イに規定する測定方法に代えて簡易分析方法を用いることは差

し支えないが、工事期間中少なくとも１回は３(3)イに規定する方法で測定するものとする。
エ 監視基準
(ｱ) 監視基準値

① 対策対象物質
「 」（ 。 「 」海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 昭和45年法律136号 以下 海洋汚染防止法

という ）に基づく「余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 （昭和52。 」
年総理府令第38号）第２項に示される基準

② 濁度、透視度又はＳＳ
対策対象物質の調査回数を減ずる場合に定めるものとし、その値は対策対象物質の濃度との

相関を考慮して、監視基準に十分適合しうる対策対象物質の値に相当するよう適宜定めるもの
とする。

(ｲ) 判定方法
余水に係る水質の適否の判定は、その最高値が監視基準値を超えないことをもって行うものと

する。
オ 監視の結果により講ずべき措置

エの監視基準に適合しない結果を得た場合には、直ちに余水の放流を中断し、監視基準に適合さ
せるべく、所要の措置を講ずるものとする。

また、調査結果が監視基準に適合している場合であっても、処分地からの影響で境界における監
視基準が維持されないと認められる場合には、処分地における余水の水質管理を強化すること等に
より対処するものとする。

(2) 大気の監視
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除去底質が有機物等を多く含む場合で、工事の実施に伴って、悪臭等が発生するおそれがある場合
には、地域住民に対する被害が生じないよう、悪臭等について監視を行うものとする。

この際の監視項目とその基準、監視の結果により講ずべき措置等については、地域の実情に応じて
適宜定めるものとする。

ただし、監視項目としてＰＣＢを対象とする場合には、ＰＣＢの環境大気中における濃度が0.5μg/
m を超えないこととする。この場合の測定方法は 「ＰＣＢ等を焼却処分する場合における排ガス中の3 、
ＰＣＢの暫定排出許容限界について 昭和47年12月22日付け環大規141号環境庁大気保全局長通達 参」（ ）（
考資料－５）の別添「気相ＰＣＢ測定要領」によるものとする。

11 工事完了後の調査
除去工事を完了した後においても、事業主体は対策対象物質の含有量等の状況を調査して、除去の成

果を確認するものとする。この工事完了後において行うべき調査の内容は次のとおりとする。
① 底質の状況

対策対象底質の堆積していた区域を中心として、水域の状況に応じて500ｍ以下の間隔（又はメッシ
ュ）で調査を実施する。
② 水質の状況

工事水域内の事前調査地点について実施する。
12 魚介類の監視

水銀及びＰＣＢについては 魚介類に係る暫定的規制値が 魚介類の水銀の暫定的規制値について 昭、 「 」（
和48年７月23日付け環乳第99号厚生省環境衛生局長通知 （参考資料－６）及び「食品中に残留するＰＣ）
Ｂの規制について （昭和48年８月24日付け環食第442号厚生省環境衛生局長通知 （参考資料－７）に定」 ）
められているので、工事水域の状況に応じ魚介類の監視を行い、暫定的規制値に適合しない魚介類が発
生した場合は、関係部局等と協議し必要な措置をとるものとする。
13 その他

監視の実施に際し、可能な場合には、別に行われている水質及び魚介類の調査結果を利用することは
差し支えない。

第３ 工事の方法等
１ 工事方法の選定

対策対象底質の処理方法には、例えば、しゅんせつ又は掘削をした上、陸上の最終処分地等に搬出し
て処理又は処分する方法、セメント等により固形化することや覆砂すること等によって当該水域におい
て封じ込める方法、化学的に変化させる方法や物理的に分離することにより無害化する方法等がある。
これらの工事方法には研究過程のものもあるが、その選定にあたっては次の点に留意するものとする。
なお、新規の技術の採用に当たっては、実地に試験施工を行う等、慎重に配慮するものとする。

(1) 第２に定める諸監視基準が維持できるよう配慮すること
(2) 工事の能率性、経済性について(1)と併せて配慮すること
(3) 除去底質の粒度、強熱減量等を測定し、当該除去底質の性状を把握するとともに、当該水域の地

形、海象、流況及び漁期、漁況等について配慮すること
(4) 一般水域の魚介類の安全性を確保するため、境界を網で仕切るなど適切な措置を講ずるよう努め

ること
２ しゅんせつ及び掘削

しゅんせつ又は掘削を行う場合には、底質の性状、当該水域の地形、海象、流況及び漁期、漁況等の
地域の特性に応じて、第２に定める諸監視基準が維持できる範囲内で、作業時間、作業期間、作業速度
等の要素についても十分配慮しつつ工事を行うものとする。
３ 封じ込め

工事着手前の調査で、地下水の水質調査結果が環境基準値に適合していない場合、原則、封じ込めに
よる処分を行うことはできないものとする（周辺と遮断する場合を除く 。また、採用にあたっては当。）
該水域の地形、流況等の地域の特性及び今後の地形改変の可能性に留意の上判断するものとする。
４ 無害化

実用化に向けた研究開発の過程にある方法であり、採用に当たっては試験施工等により性能等につい
て確認すること。

第４ 除去底質の搬出、処理及び処分
除去底質を搬出する場合、搬出中に除去底質が周辺に飛散等しないようにするとともに、除去底質の

搬出先において、周辺環境に対策対象物質による汚染を拡散させることのないよう除去底質からの汚染
の除去又は適正な処分を行うこと。

なお、船舶から海洋投入処分を行う場合には、海洋汚染防止法によることになるので留意すること。
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覚 書

環 水 規 第 3 7 号
建設省都政発第28号
建設省河政発第43号
建設省道政発第24号
建設省住指発第259号
昭和5 3年 4月 2 0日

環境庁水質保全局長
建 設 省 都 市 局 長
建 設 省 河 川 局 長
建 設 省 道 路 局 長
建 設 省 住 宅 局 長

瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の国会提出に際し、建設省及び環
境庁は、下記のとおり了解する。

記
Ⅰ 瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部改正関係

（略）
Ⅱ 水質汚濁防止法の一部改正関係
１ 全 般

下水道の整備に関する総量削減計画及び下水道終末処理施設に対する総量規制基準ならびにこれに関す
る総理府令その他総量規制に関する運用については総合的な観点からする下水道整備の推進に支障を与え
ないよう十分留意するものとする。

２ 総量削減基本方針関係
(1) 環境庁は、総量削減基本方針を定め又は変更しようとするときは、あらかじめ建設省と協議を整えた
上で公害対策会議に付議するものとする。

(2) 環境庁は、総量削減基本方針の作成又は変更に当たっては、下水道整備５カ年計画及び流域別下水道
整備総合計画との整合性を図るものとする。

３ 総量削減計画関係
(1) 環境庁は、都道府県知事が第４条の３の規定に基づき総量削減計画を定め、又は変更するに当たって
は、下水道整備５ヶ年計画及び流域別下水道整備総合計画との整合性を図るとともに、当該総量削減計
画作成の担当部局は、あらかじめ下水道担当部局、河川担当部局等と、十分調整した上で行うことを通
達をもって指導するものとする。

(2) 環境庁は、総量削減計画の承認をしようとするときは、あらかじめ建設省と協議を整えた上で公害対
策会議に付議するものとする。

(3) 環境庁は、都道府県知事が総量削減計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県水質審議会
の意見を聴くものとするよう通達により指導するものとする。

４ 総量規制基準関係
(1) 環境庁は、第４条の５第１項及び第２項の規定による総理府令（下水道、し尿浄化槽及び建設省所管

、 、 。 、業種に係る部分に限る｡)の制定改廃は あらかじめ 建設省と協議を整えた上で行うものとする なお
当該総理府令のうち、協議対象外の部分についても、あらかじめ、建設省に連絡するものとする。

(2) (1) の総理府令においては、下水道終末処理施設については下水道法施工令第６条第１項に掲げる表
の区分を考慮して総量規制基準作成の範囲を定めるとともに、総量規制基準に係る汚濁負荷量に関して
は、雨水に係る負荷量は総量規制基準の対象としないものとし、具体的方法については今後両者で協議
するものとする。

(3) 環境庁は、都道府県知事が第４条の５の規定に基づき総量規制基準を定め、変更し、又は廃止するに
当たっては、当該基準作成の担当部局はあらかじめ下水道担当部局と十分調整した上で行うことを通達
をもって指導するものとする。

(4) 環境庁は、下水道終末処理施設に係る総量規制基準の運用に関し都道府県知事を通達により指導する
ときは、あらかじめ建設省と協議を整えた上で行うものとする。

(5) 環境庁は、下水道終末処理施設に関する第５条から第７条までの届出の水量は、当該終末処理施設の
能力に対応した水量とすべき旨都道府県知事を通達により指導するものとする。

５ 汚濁負荷量の測定記録関係
(1) 環境庁は、指定水域における汚濁負荷量の測定結果について河川管理者から照会があった場合には、
都道府県がデータの提供等について協力するよう通達で指導するものとする。

(2) 環境庁は、第14条第２項の総理府令の制定改廃については、あらかじめ建設省と協議を整えた上で行
うものとする。

６ 測定計画関係
環境庁は、測定計画について準拠すべき事項の指示をしようとするときは、あらかじめ建設省と協議を

整えた上で行うものとし、当該事項に関する運用通達を出す場合には、環境庁水質保全局長及び建設省河
川局長は、協議の上、必要に応じ両者連名の共同通達とするものとする。

Ⅲ その他
１ Ⅰ及びⅡの事項を含め、環境庁と建設省は密接に連絡調整を行い、富栄養化による被害の発生の防止及
び総量規制の効果的運用を図るものとする。また、都道府県においてもこれらの運用に当たっては、環境
担当部局と下水道担当部局等建設担当部局は密接に連絡調整を行うべき旨、環境庁は、通達をもって都道
府県知事を指導するものとする。

２ Ⅰ及びⅡの事項の外、環境庁は、瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法の改正規定に基づく
政令、総理府令（瀬戸内海環境保全特別措置法第４条第２項及び第12条の３第３項の総理府令）の制定改
廃及びこの覚書事項に係る通達については、あらかじめ建設省と協議を整えた上で行うものとする。
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河川負荷量調査要領（案 （昭和５６年度河川水質調査担当者会議資料））

本調査要領(案)は今後の「河川負荷調査」のあり方を示す素案であり、昭和５６年度調査の成果を加
え、今後、各項目の内容の詳細化や若干の改訂を進めていく予定である。

１．目 的
昭和５４年６月の総量規制の導入に伴い、公共用水域である河川においても流下負荷量を適正に測

定することが要請されつつある。
本要領は上記に鑑み、指定水域（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海）及び主要湖沼への流入河川における

流下負荷量の望ましい観測方法のあり方を示し、指定地域の河川負荷量調査基準点（指定地域内の非
感潮域流末乃至沼水の溯上の無い地点）上流域からの流下負荷量の状況把握の資料整理方法を示した
ものである。

２．河川負荷量調査基準点の設定
2．1 調査基準点設定の基本的考え方

湾流入河川では非感潮流末、湖沼流入河川では湖沼水溯上の無い地点で、かつ指定地域からの流
出負荷量を極力包括しえる地点とする。

また、負荷量算定に関わる水質調査基準点と流量調査基準点とは一致することを原則とするが、
各河川の事情によっては水質調査基準点を流量調査基準点の下流に置くこともできる。但し、この
場合は、2.2の（2）のC)の考慮を行うこととする。

2．2 各河川の調査基準点の設定
河川負荷量調査を必要とする河川においては、以下に述べる基準に従い、水質調査基準点、流量

調査基準点を定めることとする。
(1) 水質調査基準点

A) 塩水乃至は湖沼水の影響の無い地点を原則とするが、低渇水時において河川水が安定した表
層を成すと認められる場合は感潮域内に基準点を設けることもできる。

B) 但し、基準点設定に当たっては、当該地点上流域の排水状況を考慮し、特定事業所や支川等
からの排水により本川水質が著しく影響を受けていると認められる地点を避けることとする。

(2) 流量調査基準点
A) 負荷量算定に用いる流量調査基準点は原則として現行の流量観測点の最下流地点とするが、

その地点が感潮域に当る場合はこれを勘案し流量の算定を行うこととする。
B) また、上記の流量観測点下流に堰がありかつ当該堰の放流量が明らかな場合は、これを流量

調査基準点とする。
、 、C) 流量調査基準点が水質調査基準点の上流部に位置する場合は その間の取排水状況を勘案し

先の流量を水質調査基準点での流量に換算することを原則とする。

３．河川負荷量調査基準点下流域（残流域）の取扱いについて
3．1 残流域の定義と残流域負荷量の位置付け

河川負荷量調査基準点上流域からの流下負荷量は河川負荷量として調査できるが、基準点下流域
（残流域）での公共水域への流入負荷量は別途推計を行う必要がある。

ここでの残流域とは負荷量調査基準点下流域に当たるが、水質調査基準点と流量調査基準点とが
異なる場合は、水質調査基準点下流域を残流域と定める。

また、残流域負荷量は実測が不可能な為、負荷量調査基準点での河川負荷量とは別にし、3.2で示
す方法に準じて推計するものとする。

3．2 残流域負荷量の推計法
残流域での指定水域流入負荷量（残流域負荷量）の算定法は今後の検討課題であるが、暫定的に

は次の方法で推計するものとする。
(1) 特定事業所

届出特定事業所の排出負荷量より推計する。
（特定事業所の指定水域流入負荷量）

＝（流達率）×∑（各特定事業所の排出負荷量）
＝（流達率）×∑｛ 各特定事業所排水量）×（排水規制水質 ｝（ ）

(2) 生活排水
下水道加入人口を除く汲取人口、簡易浄化槽人口（５００人槽以下）を対象とする。
（生活排水の指定水域流入負荷量）

＝（流達率）×｛ 雑排水原単位）×｛ 汲取人口）＋（簡易浄化槽 ｝＋（浄化槽原単位）（ （ ）
×（簡易浄化槽人口 ｝）

（註 「下水道人口」は下水処理場に 「簡易浄化槽（501人以上 」は団地等の特定施設に、｢汲取） 、 ）
人口」のし尿分はし尿処理場に取り込まれる。

(3) 地表流出
地表からの負荷流出を対象としたもので、次の式で推計する。
（地表からの指定水域流入負荷量）＝（市街地比負荷量）×（残流域面積）

(4) 今後の課題
上記に示した算定式は飽くまで暫定的推計法であり、今後、｢流達率 、｢市街地比負荷量」等に」

ついて、各河川別に検討する必要がある。

４．測定項目と測定方法
4．1 測定個目

原則としてＣＯＤ、ＢＯＤ、ＳＳ，Ｔ-Ｐ、Ｔ-Ｎの五項目を測定することとし、都市化の顕著で
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、 、 。ない河川あるいは富栄養化の懸念のない河川ではＢＯＤ Ｔ-Ｐ Ｔ-Ｎの測定を省くこともできる
4．2 測定方法（室内分析項目の場合）

(1) 採水位置
(2) 採水深度
(3) 採水の方法
(4) 水質分析方法

上記項目については「建設省、河川砂防技術基準 （調査編）の「第１４章 水質・底質調査」に」
準拠することとする。

５．調査時期と測定回数
「河川負荷調査」は原則として室内分析とするが、モニタ－が設置されている基準点ではこれを利

用することもできる。
5．1 室内分析による負荷量調査

(1) 通常時調査
ｴ) 調査時期

晴天時及び小規模な雨天出水時とし、調査日の選定に当たっては規則性（曜日の一致等）が
無いように配慮する。

ｵ) 測定回数
測定回数は各月５日程度とし、a)で示した通常時に水質変化が少ないことが明らかな水質調

査基準点の場合は各月３日程度の測定回数とすることもできる。
また、負荷量調査の為の水質調査基準点と既応の定期調査地点とが一致する場合は、各月５

日乃至３日の調査のうち１日分は「定期調査」測定結果（１日数回測定の場合は平均値）で代
替できることとする。

ｶ) 採水頻度及び採水時期
各調査日の採水は１日１回を原則とする。但し、各月の調査日の採水時期が午前、午後のい

ずれかに偏ることのないように配慮する。
また、水質の日変化が激しいと認められる地点では１日４回（６時間間隔）程度の採水を行

い、個々に分析するか乃至は流量比に基づく混合試料として分析することとする。
(2) 洪水時調査

ｱ) 調査対象出水規模
台風及び春、秋の長雨時のように流量規模が著しく大きな出水（過去５年間における各年の

最大日平均流量から５～７番目の流量の５ヶ年平均を超えるような流量）が想定される時とす
る。

ｲ) 採水頻度及び採水時期
採水の開始は洪水の想定される初期段階から行うものとし、３～６時間間隔で連続採水する

ことを原則とする。また、採水間隔の設定に当たっては流量調査基準点での洪水時のハイドロ
グラフを参考とし、各工事事務所で定めることとする。

但し、洪水後期の水質が安定したと思われる状態においては１日１回程度の採水頻度とする
こともできる。

ｳ) 採水試料の取扱い
採水された試料は原則として個々に室内分析するものとするが、各種の事情により個々の分

析が困難な場合は流量比による混合試料として室内分析することもできる。但し、混合試料は
１日分を上廻らない範囲としなければならない。

ｴ) 洪水時負荷量推計モデルの利用
過去の洪水時の負荷量調査から洪水時負荷量の推計モデルが作成されている場合はこれを利

用することもできる。
（ ）「 」 。註 洪水時負荷量予測モデル の利用可能性についてはＣＯＤを事例に今後検討する予定である

また、モデル作成の基礎デ－タとして洪水時調査は２～４時間の定間隔で採水し、個々に室内
分析するのが望ましい。

5．2 モニタ－による負荷量調査
負荷量調査の水質基準点にＣＯＤ及び濁度モニタ－が設置されている場合はこれを利用すること

もできる。
(1) モニタ－利用に当たっての前提

モニタ－を利用する場合は次の諸点について吟味し、負荷量調査に当たって、モニタ－が充分
活用できうる体制を取っておく必要がある。
① スケ－ル・レンジの切換えとその運用体制

濁度、ＣＯＤとも洪水時の測定値が著しく高くなる為にスケ－ル・オ－バ－の生じることが
多い。これに対処する為にはスケ－ル・レンジの切換えが可能なように機器を改良するととも
に、これを適正に運用できる体制を敷く必要がある。

② ＳＳ換算式の作成
濁度モニタ－測定値に対応してＳＳを採水分析し、両者の相関性より、ＳＳの換算式を作成

しておく必要がある。
(2) 通常時調査

晴天時並びに小出水の水質変化の少ない状態においては、モニタ－で測定された日平均水質を
用いて負荷量を算定する。

(3) 洪水時調査
5.1の(2)のa）と同様にして洪水時流量を定め、これを上廻る出水の時は毎正時のモニタ－水質

と流量より延べ負荷量を算定することとする。
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また、洪水時のＣＯＤ及び濁度は通常化に比し著しく高い値を示す様、スケ－ル・レンジの調
整を事前に行っておく必要がある。
(註）ＣＯＤモニタ－の利用可能性については継続検討の予定である。

６．年間負荷量の算定と公表について
6．1 測定資料の整理方法

測定デ－タは通常時調査と洪水時調査に分け、表－１及び２の様式で整理する。
6．2 年間負荷量の算定法

表－１及び２に基づき表－３に示す方法で算定する。
6．3 調査結果の公表

支障の無い限り公開を原則とし、河川負荷量の状況の理解を得るべく対処するものとする。

（表－１、２、３：省略）

水文観測デ－タの公表に関する基本的な考え方
Ｈ１４．１．３０
河川環境課流域治水係

１．基本的な考え方
水文観測業務規定における観測所（１～３種）のデ－タについては、原則として積極的な公表を行

う。なお、現状の観測所種別において、適切な観測所種別の区分がなされていない場合は適宜見直す
ものとする （特に「その他」として区分している、一時的な観測所については、適切に措置する ）。 。

２．ダム事務所の観測デ－タ
ダム工事（調査）事務所の観測所は、水文観測業務規定にいう一時的な観測所ではなく、管理に移

行しても必ずしも廃止されることもない。また観測デ－タは流域全体の水文資料としても有効である
ことから非公表の理由とはなり得ない。

なお種別は３種とするが、他のダム工事事務所の観測所で水文観測業務規定の対象外である、いわ
ゆる「その他」扱いとしている場合は観測所の種別を３種に見直すものとする。なお、地元的な特殊
事情により設置している観測所については、個別の対応とし、３種から「その他」に種別を見直しの
うえ非公表とすることもあり得る。

３．観測内容が高水、低水のみ等の流量観測所
水位流量観測所において、高水あるいは低水のみの観測としている観測所の観測デ－タは、年間を

通しての統計が不可能であり、水文統計資料としての必要性は小さいことから、積極的な公表には適
さない。ただし、水位については、通常の観測所と同様に積極的に公表する。

なお、必要に応じて高水あるいは低水流量観測デ－タを積極的に公表することもあり得るが、この
際はＨ～Ｑ式の適用限界等の属性情報を付加することが必要である。

４．ダム、堰の貯水位
ダム・堰の貯水位は水文観測業務規定の対象観測項目でもあり、公表の対象とする。ただし、利用

の観点から公表の方法については、ダム諸量（流入・放流量、貯水量）とのセットで行うことが望ま
しく、別途検討する。

５．他機関が観測しているデ－タ
他機関が観測しているデ－タについては、国として観測デ－タの責任を負うことが出来ないことか

ら国が自ら公表する必要はない。
また、観測所の種別は、洪水時等のリアルタイムデ－タの把握が主目的である等、水文統計資料の

対象としていないのであれば｢その他」に区分する。

６．他機関の観測デ－タによる補正後のデ－タ
観測デ－タを、取水量、放流量等の他機関のデ－タにより補正を行っている場合は、５と同様に、

国として観測デ－タの責任を負うことが出来ないことから国が自ら公表する必要はない。

７．水質自動監視装置のみの水質観測所
自動監視装置による観測デ－タはリアルタイムデ－タ（速報値）として公開するが、過去デ－タを

。（ 、 。）積極的に公表する必要はない ただし 内部デ－タとして電子デ－タにより保存することは問題ない
、 。なお 水文観測業務規定では自動監視装置単独の水質観測所は３種として区分することとしている

８．明らかに観測成果に問題があると推定されるデ－タ
過去の観測デ－タで、明らかにＨ～Ｑ式に問題がある場合や、デ－タ整理における単純ミス等につ

いては、必要に応じて修正のうえ公表するものとする。ただし、治水利水計画の基礎デ－タとして使
用している場合で、過去デ－タの修正による問題が生じないよう、修正にあたっては事前に十分な検
討が必要である。

９．その他
以下に該当する観測所については、属性情報を付加することにより、積極的な公表する。
・通常時の水位観測が不能である （観測環境が低水に対応していない等の場合。ただし、速やかに。

観測環境を改善する ）。
・塩等の湛水区間に存在する観測所で、一定水位下の流量観測が困難である。
・目的が洪水時のみである （放水路の観測所等。特に砂防の観測所）。
・感潮区間における流量観測所（ただし、流量観測所としている場合は流量観測の必要性について

も再検討が必要 ）。
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「水生生物の保全に係る水質目標について （概要）」

平成14年８月 水生生物保全水質検討会

＊報告の全文は環境省のホームページ（http://www.env.go.jp/water/report/h14-03/index.html）で
公開されている。

１．背景
我が国では、従来から、環境基本計画、中央環境審議会等において、水生生物保全の観点からの水

質目標の必要性が指摘されてきたものの、これまで人の健康の保護や有機汚濁及び栄養塩類による富
栄養化防止の観点からの環境基準設定に施策の重点が置かれてきたために、水生生物保全の観点を中
心に据えた化学物質汚染に係る水質目標は設定されていない。他方、欧米諸国においては、既に1970
年代から水生生物保全の観点からの環境基準等の水質目標が設定されてきている。

環境庁（当時）においては、平成12年12月に、水生生物の保全に係る水質目標について行った予備
的検討の結果を「水生生物保全に係る水質目標について （以下「中間報告」という ）として公表し」 。
た。中間報告においては、既存情報の整理を行い、基本的な考え方をとりまとめるとともに、優先的
に検討すべき物質として81物質が提示された。こうした検討を受け、平成13年5月、環境省環境管理局
水環境部に「水生生物保全水質検討会 （座長：須藤隆一東北大学教授）を設置し、また、技術的調査」
事業として「毒性評価分科会 （座長：若林明子淑徳大学教授）を設置し、水生生物の保全に係る水質」
目標の考え方を整理するとともに、環境中濃度が高く、かつ、水生生物に影響を及ぼすレベルについ
て十分な知見が得られた９物質を対象として、水質目標値の検討・導出を行った。

なお、平成14年1月には、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）による日本の環境保全成果レビューにおい
て、水環境行政について、水生生物の保全に係る水質目標の導入が勧告されている。

２．報告の概要
(1) 水生生物保全に係る水質目標の考え方

①生活環境項目としての水生生物保全
水生生物の保全に係る行政上の目標については、環境基本法上の環境基準のいわゆる、生活環境

項目として位置づける方向で、その対応を早急に検討することが妥当であり、水質目標はこのよう
な視点から検討することが適当である。

②保全対象生物
水生生物の中には人にとって有害な生物等もあり、すべての水生生物について保全対象とすべき

か否かについては議論があると思われるが、他方、少なくとも、食用に供する魚、とって利益を生
む魚のような人にとって有用な動植物については、その生活環境も含め、保全を図ることの必要性
について議論の余地はない。

したがって、環境基本法の「生活環境」という概念の中心にある、食用に供する魚、捕って利益
を生む魚のような人にとって有用な動植物及びその餌生物並びにそれらの生育環境の保全という観
点から、その対応を早急に検討することが妥当であると考えられる。なお、水生生物の保全に係る
水質目標は、個体差は考慮せず、集団としての水生生物種に対する影響について検討することが適
切である。

③対象物質
従来から生活環境項目となっている有機汚濁物質と異なり、化学物質は、その数や環境への排出

の形態、環境中の挙動、影響に至るメカニズム、発現する影響の内容が物質ごとに大きく異なるた
め、物質ごとに目標値を検討することが妥当と考えられる。

また、目標値を優先的に検討すべき物質としては、人に対するよりもより低レベルで水生生物に
影響するおそれがある化学物質であって、かつ、環境中で一定程度の濃度で存在する可能性のある
ものとする。

④利水目的に応じた目標の検討
このような水生生物の保全に係る水質目標については、その性格上、主に漁獲される魚介類の種

類等に応じて水域を区分し、その目標値を水域区分ごとに検討することが妥当である。

(2) 水生生物の保全に係る水質目標値の導出
①対象生物と利水目的による水域区分

水質目標の対象とする主要魚介類とその餌生物の存在しうる場（水生生物の生息域）を大きく分
けると、まず淡水域と海域がある。淡水域については水温や河川の構造により、冷水性で川底が礫
である水域を主な生息場としているイワナなどの魚類が生息するイワナ・サケマス域と、水温に対
しては比較的鈍感で川底が泥や砂である水域を主な生息場とするコイやフナなどの魚類が生息する
コイ・フナ域に区別される。他方、海域では生息域によるグルーピングは困難であることから、海
域はすべて一律の生息域とする。

水質目標は、これらの3区分各々について設定することとし、さらに、魚介類の繁殖や幼稚仔の生
育の場は、通常の成体と比べて、いずれの化学物質に対しても感受性の高い時期に利用すると考え
られることから、特に水質を保全する必要がある場合には、当該水域を指定し、より小さい水質目
標値を提要することができることとすることが適当である。

以上を整理すると水域の区分は表1のとおりとなる。
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表１ 各水域区分と概要

区 分 概 要
淡水域 Ａ イワナ・サケマス域

Ｂ コイ・フナ域
Ｓ－１ イワナ・サケマス域でこれに該当する水生生物の繁殖又は幼

稚仔の生育の場として特に保全が必要な水域
Ｓ－２ コイ・フナ域でこれに該当する水生生物の繁殖又は幼稚仔の

生育の場として特に保全が必要な水域
海域 一般海域 水生生物及びその餌生物の生息域

Ｓ 海域で水生生物の繁殖又は幼稚仔の生育の場として特に保全
が必要な水域

②水質目標値導出の手順
・主要魚介類（対象とする主要魚介類にとって重要な餌生物を含む ）のいくつかの成長段階に関す。

る毒性データに基づいて、毒性値やエンドポイントの信頼性、生物種間の感受性の相違等を考慮
し、水質目標導出手順により得られた値を採用する。

・信頼できる範囲内でもっとも低濃度で影響が発現する種に着目して検討する。
・原則として慢性影響の観点から検討する。ただし、産卵場（繁殖場 、幼稚仔の生育場等への影響）

については、忌避回避も考慮する。

水質目標値の導出に当たっては、水域区分ごとに、主要魚介類及び餌生物それぞれについて水質
目標値を導出し、小さい値を当該水域の水質目標値とすることとした。

③水質目標値を検討した物質
平成12年12月にまとめられた中間報告においては、下記に該当する物質として、優先的に検討す

べき物質（81物質）を取りまとめている。
・水生生物への有害性が考えられる物質

①法令等による規則等が行われている物質
②有害である可能性が考えられる物質（専門家による知見等により判断）
かつ

・水生生物が継続して暴露する可能性の高い物質
③製造、生産、使用、輸入量の多い物質
④水環境中において検出されている物質

今般の検討においては、81物質の中から、①環境中濃度が既存文献の急性毒性値を上回っている
物質、②生態リスク初期評価で詳細な評価を行う候補とされた物質を中心に、26物質を選定し、水
質目標値の導出可能性についての検討を行った。これらのうち９物質について、既存の知見で各区
分ごとの目標値の導出が可能であった。

表２に、水質目標値の導出が可能であった９物質に係る水質目標値等を示す。なお、目標値は有
効数字一桁で整理している。

(3) 今後の課題
①水質目標値の導出にあたっての課題

水生生物の保全に係る水質目標値を導出するためには、信頼できる毒性試験データが不可欠であ
る。しかし、比較的多くのデータが報告されている化学物質であっても、既存の文献から、全ての
類型の主要魚介類について信頼できるデータを得ることができない場合もあることから、下記の今
後の課題がある。

・類型ごとの主要魚介類を用いた毒性試験の実施
・本検討の対象生物以外の生物を用いた毒性試験結果の活用。

②水質目標値の環境基準への適用にあたっての課題
現在得られている水生生物に与える影響等に関する知見、公共用水域等における検出状況等から

判断して、水環境の汚染を通じ生活環境たる水生生物に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関
する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると考えられる物質については、環境基本法に基
づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境保全に関する項目に追加することが適当と考えられ
る。

また、本検討において目標値の導出が可能であった物質については、環境中濃度を把握する必要
があることから、測定法の検討を行うとともに、既存のデータが不足する物質群については、要監
視項目に位置付け、全国の環境中濃度の推移を把握していくことを検討すべきである。また、当面
の作業として、まずは、この報告に示された水質目標値を判断基準として既存データの整理を進め
ることが必要である。

③検討対象物質に関する課題
優先的に検討すべき物質であって、水質目標値の検討に着手していない物質についても、最新の

科学的知見等により適宜見直を行うとともに、早急に水質目標値の導出を行う必要がある。

④その他の課題
いわゆる「生態系の保全の観点」からの水質目標の設定についても、水質測定結果や内外の規制

の動向も踏まえつつ、検討を進める必要がある。
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表２ 水質目標値

目標値案 導出に用いた 毒性分類 急性慢性毒性値 種
Cas 物質名 水域 区分

(μg/l) 生物種 毒性比(μg/l) 比

A:イワナ・サケマス域 1,000 ミジンコ類 急性毒性 12,969 - 10

淡水 B:コイ・フナ域 1,000 ミジンコ類 急性毒性 12,969 - 10

域 S-1:イワナ・サケマス域 1,000 ミジンコ類 急性毒性 12,969 - 10

1 50-00-0 ホルム S-2:コイ・フナ域 1,000 シジミ類 急性毒性 95,000 10 10

アルデヒド 一般海域 300 マダイ 急性毒性 33,600 10 10

海域 30 マダイ 急性毒性 2,600 10 10S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育

の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 20 ミジンコ類 慢性毒性 17 - -

淡水 B:コイ・フナ域 20 ミジンコ類 慢性毒性 17 - -

域 S-1:イワナ・サケマス域 20 ミジンコ類 慢性毒性 17 - -

2 62-53-3 アニリン S-2:コイ・フナ域 20 ミジンコ類 慢性毒性 17 - -

一般海域 - - - - --
海域 - - - - -S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育 -

の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 700 ニジマス 急性毒性 66,800 10 10

淡水 B:コイ・フナ域 3,000 ミジンコ類 慢性毒性 3,400 - -

域 S-1:イワナ・サケマス域 6 ニジマス 慢性毒性 59 10 -

3 67-66-3 クロロ S-2:コイ・フナ域 3,000 ミジンコ類 慢性毒性 3,400 - -

ホルム 一般海域 800 急性毒性 81,500 10 10クルマエビ類

海域 200,000 珪藻類 慢性毒性 - -S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育 216,000

(800)の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 20 ニジマス 急性毒性 1,600 10 10

淡水 B:コイ・フナ域 300 ユスリカ類 急性毒性 2,810 - 10

域 S-1:イワナ・サケマス域 40(20) ギンザケ 慢性毒性 370 10 -

4 91-20-3 ナフタレン S-2:コイ・フナ域 800 ユスリカ類 急性毒性 2,810 - 10

一般海域 40 慢性毒性 380 10 -カラフトマス

海域 90 ムラサキ 急性毒性 920 - 10S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育

(40) イガイの場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 50 ニジマス 急性毒性 5,000 10

淡水 B:コイ・フナ域 80 コイ 急性毒性 8,000 10 10

域 S-1:イワナ・サケマス域 10 ニジマス 慢性毒性 118 10 -

5 108-95-2 フェノール S-2:コイ・フナ域 10 コイ 慢性毒性 110 10 -

一般海域 2,000 マダイ 急性毒性 15,200 10 10

海域 200 マダイ 急性毒性 2,000 1 10S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育

の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 0.007 ニジマス 急性毒性 0.7 10 10

淡水 B:コイ・フナ域 0.001 コイ 急性毒性 0.1 10 10

エンドスル 域 S-1:イワナ・サケマス域 0.003 ニジマス 急性毒性 0.3 10 10

6 115-29-7 ファン S-2:コイ・フナ域 0.01 急性毒性 4 35 10テナガエビ類

(0.001)

一般海域 0.004 急性毒性 0.04 1 10クルマエビ類

海域 0.04 ボラ 急性毒性 0.38 1 10S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育

(0.004) 10の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 30 ニジマス 急性毒性 2,600 10 10

淡水 B:コイ・フナ域 800 ミジンコ類 慢性毒性 837 - -

2.4- 域 S-1:イワナ・サケマス域 3 ニジマス 慢性毒性 26 10 -

7 120-83-2 ジクロロ S-2:コイ・フナ域 20 フナ 慢性毒性 170 10 -

フェノール 一般海域 - - - - --
海域 - - - - -S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育 -

の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 0.1 ニジマス 慢性毒性 1.25 10 -

淡水 B:コイ・フナ域 0.2 ミジンコ類 慢性毒性 0.2 - -

7440-43- 域 S-1:イワナ・サケマス域 0.03 ニジマス 急性毒性 2.66 10 10

8 9 カドミウム S-2:コイ・フナ域 0.2 ミジンコ類 慢性毒性 0.2 - -

一般海域 10 急性毒性 1,100 10 10クルマエビ類

海域 7 マダイ 650 10 10S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育

急性毒性の場として特に保全が必要な水域

A:イワナ・サケマス域 30 慢性毒性 30 - -ヒラタカゲロウ類

淡水 B:コイ・フナ域 30 慢性毒性 30 - -ヒラタカゲロウ類

7440-66- 域 S-1:イワナ・サケマス域 30 慢性毒性 30 - -ヒラタカゲロウ類

9 6 亜鉛 S-2:コイ・フナ域 30 慢性毒性 30 - -ヒラタカゲロウ類

一般海域 7 珪藻類 急性毒性 65 - 10

海域 7 珪藻類 急性毒性 65 - 10S:水産生物の繁殖又は幼稚仔の生育

の場として特に保全が必要な水域
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○滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例（平成14年10月22日 滋賀県条例第52号）
目 次

前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策(第6条―第11条)
第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等(第12条―第17条)
第4章 外来魚の再放流の禁止等(第18条・第19条)
第5章 環境配慮製品の開発および普及(第20条―第22条)
第6章 滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(第23条・第24条)
第7章 雑則(第25条)
第8章 罰則(第26条)
付則
世界屈指の歴史的な存在であり、類のない固有の生態系を有する琵琶湖は、時に厳しくも穏やかに私

たちをはぐくんできた。
この琵琶湖が私たちに与えた恵沢は、豊かな水とそれによりもたらされる水産資源や農産物といった

日々の糧にとどまらず、歴史とともに伝え継がれた独自の文化や幼少期の原風景などの形成にも深くか
かわるものであった。

白砂に戯れ、水鳥とともに生い茂るヨシの水辺を散策し、時には舟でさざ波に揺られることで、琵琶
湖の懐に包まれた私たちの心は優しく癒され、新たな活力が浸み入るように満ち広がった。

私たちは、琵琶湖と接することで、日々の束縛から解き放たれ、その恵みを誰もが等しく享受できる
ことを切なる願いとしつつも、なお今日的な課題があることを認識している。

これまでの私たちの営みの中には、琵琶湖固有の生態系にとって必ずしもよい影響を与えないものも
あったことを私たちは学んだ。このことは、琵琶湖の保全のための取組をより一層進めつつ、教訓とし
て将来に伝えていく必要がある。

しかるに、近年、琵琶湖におけるレジャー活動はその形態が多様化し、訪れる人が増えるとともに、
その活動が、私たちの大切な財産である琵琶湖の水質に負荷を与え、周辺の生活環境に著しい影響を及
ぼしており、また琵琶湖固有の生態系の保全という普遍の価値観も、人々の個々様々な活動が行われる
中で、損なわれようとしている。

私たちは、琵琶湖を訪れる多くの人々が、その雄大な自然に触れ、琵琶湖の価値を共有することを心
から望むとともに、これらの人々に私たちの得た教訓を伝え、一人ひとりが、その活動において、自然
の長い営みにより培われた生態系に人が与える影響の重大さや琵琶湖の自然環境とその畔に暮らす人々
の生活に対してできる限り負荷がかからないものであるべきことを深く認識し、自らの行動に移してい
くことが重要であると考える。

私たちは、このような行動の社会への広がりと定着を一層促進するとともに、琵琶湖においてレジャ
ー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための施策を総合的に展開していくことが極めて重要であると
認識するに至った。

、 、私たちは 琵琶湖におけるこの取組が自然と共生する滋賀らしさの象徴となるとの揺るがぬ想いの下
未来からの、そして世界からの大切なあずかりものである琵琶湖の環境をできる限り健やかなまま次代
に引き継ぐことを決意し、ここに滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の状況にかんがみ、その負荷の低

減を図るために必要な琵琶湖のレジャー利用の適正化に関し、県、レジャー利用者および事業者の責
務を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、プレジャーボートの航行に関す
る規制その他の必要な措置を講ずること等により、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷
の低減を図り、もって琵琶湖の自然環境およびその周辺における生活環境の保全に資することを目的
とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定された琵琶湖、

淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)および西之湖ならびに規則で定める内湖をいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境に加えられる影響であ

って、これらの環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) レジャー活動 レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。
(4) レジャー利用者 琵琶湖においてレジャー活動を行う者をいう。
(5) プレジャーボート 水上オートバイ モーターボートその他の推進機関としての内燃機関(以下 機、 「

関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項に規定する船舶を除く。)の
うち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 国または地方公共団体が所有する船舶
エ 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶

(6) 航行 機関を用いて船舶が進行することをいう。
(県の責務)
第3条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する基本的かつ総合的な施策

を策定し、および実施するものとする。
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2 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関し、市町村との連携を図るととも
に、市町村が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策について
必要な調整および協力を行うものとする。

(レジャー利用者の責務)
第4条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努

めなければならない。
2 レジャー利用者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施

策に協力しなければならない。
(関係事業者の責務)
第5条 琵琶湖におけるレジャー活動に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、その事業

を行うに当たっては、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、レジャー
利用者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 関係事業者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策に
協力しなければならない。

第2章 レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策
(基本計画の策定)
第6条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策の総合的な推進を

図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する長期的な目標、基本

となる方針、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民、レジャー利用者および関係事業者の意

見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の意

見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(広報、啓発等)
第7条 県は、レジャー利用者および関係事業者の琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全に

ついての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の活動の促進)
第8条 県は、県民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体が行う琵琶湖におけ

る環境への負荷の少ないレジャー活動の推進のための活動および琵琶湖におけるレジャー活動に伴う
環境への負荷の低減を図るための活動を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行う
ものとする。

(公共的施設の整備)
第9条 県は、琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進および琵琶湖におけるレジャー

活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な公共的施設を整備するものとする。
(調査研究)
第10条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策を策定し、効果的

に実施するため、必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。
(琵琶湖レジャー利用監視員の設置)
第11条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な指導およ

び啓発活動を行わせるため、琵琶湖レジャー利用監視員を置くものとする。
第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等
(プレジャーボートの航行を規制する水域)
第12条 知事は、住居が集合している地域、病院または学校の存する地域その他の騒音を防止すること

により住民の生活環境を保全する必要があると認める地域に隣接し、または近接する琵琶湖の水域の
うち、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止する必
要があると認める水域を、プレジャーボートの航行を規制する水域(以下「航行規制水域」という。)
として指定することができる。

2 前項の規定による航行規制水域の指定は、河川法第6条第1項に規定する河川区域の境界から生活環境
を保全するため必要な限度において規則で定める距離を超えてしてはならない。

3 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町の長および滋賀県琵琶湖レジ
ャー利用適正化審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、航行規制水域を指定するときは、その旨および区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に

供しなければならない。
5 航行規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前3項の規定は、航行規制水域の変更または廃止について準用する。
(プレジャーボートの航行の禁止)
第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させてはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボートを航行させる場合であって、当該移動に当

たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置を講じて航行させるとき。
ア 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内の停留(機関

を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする場所との間の移動
イ 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内の他の停

留をする場所との間の移動
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(2) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボートを航行させる場合
(3) 国または地方公共団体の業務を行うためプレジャーボートを航行させる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要その他やむを得ない事由があるものとして規則で定める

場合
(停止命令)
第14条 知事は、前条の規定に違反して、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させている操

船者に対して、当該違反行為の停止を命ずることができる。
(2サイクルの原動機の使用禁止)
第15条 プレジャーボートの操船者は、2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの原動機を除

く。)を推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを琵琶湖において航行さ
せてはならない。

(改造を加えたプレジャーボートの航行の禁止)
第16条 プレジャーボートの操船者は、消音器の除去、消音器の騒音低減機構の除去その他の騒音を防

止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものを加えたプレジャーボートを琵琶湖におい
て航行させてはならない。

(プレジャーボートの操船者等の遵守事項)
第17条 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸においてプレジャーボートの機関の回転数をみだりに

増加させ著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせてはならない。
2 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸付近においてプレジャーボートを航行させるときは、当該プ

レジャーボートの航行により発生する騒音によって他のレジャー利用者等に著しく迷惑を及ぼすこと
がないように、速力を減ずる等必要な措置を講じなければならない。

、 、 、3 プレジャーボートの操船者は 琵琶湖においてプレジャーボートを航行させるときは 水道取水施設
えりその他の工作物への衝突等に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、当該工作物との間に安
全な距離を保ち航行する等必要な措置を講じなければならない。

4 プレジャーボートに給油を行う者は、琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法による給油
の実施その他必要な措置を講じなければならない。

第4章 外来魚の再放流の禁止等
(外来魚の再放流の禁止)
第18条 琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスそ

の他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖に放流してはならない。
(水鳥の生息地への配慮)
第19条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地その他の

水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。
第5章 環境配慮製品の開発および普及
(環境配慮製品の開発等)
第20条 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の製造を行う事業者は、当該製品が水質

の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮したものとなるようその開発および製造に努めなけれ
ばならない。

2 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の販売を行う事業者は、その販売を行うに当た
っては 水質の保全 騒音の防止その他の環境の保全に配慮した製品(以下 環境配慮製品 という )、 、 「 」 。
に関する情報の提供その他の環境配慮製品の普及のために必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

(環境配慮製品の使用)
第21条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境配慮製品を使用す

るよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用の促進)
第22条 県は、レジャー利用者による環境配慮製品の使用を促進するため、環境配慮製品の開発、製造

および販売の状況等に関し必要な調査を行い、環境配慮製品に関する情報および琵琶湖におけるレジ
ャー活動において使用される製品に係る環境への負荷に関する情報の提供その他の必要な措置を講ず
るものとする。

2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、第20条第1項または第2項に規定する事
業者に対し、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し報告を求めることができる。

第6章 滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会
(滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会の設置)
第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀

県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、第6条第4項および第12条第3項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、

琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する事項を調査審議する。
3 審議会は、前項の調査審議を行うほか、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関

する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第24条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、県民から公募した者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任

命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
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5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
付 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1章および第6章の規定ならびに付則第3項中

滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)第1条第39号の4の次に1号を加
える改正規定は平成14年12月1日から、第15条の規定は平成18年4月1日から施行する。

2 第15条の規定の施行の際現に2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの原動機を除く。)を
推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを所有する者が平成20年3月31日

、 、 。までの間に当該プレジャーボートを琵琶湖において航行させる場合には 同条の規定は 適用しない
3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
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